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『台風』

日本船主協会常任理事三光汽船株式会社代表取締役社長【】松井毅
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里嘉編幽魂騒妻．松井毅
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　昨年多くの台風が日本に接近し、うち例年の平

均2，6個をはるかに超える10個が上陸し、多くの風

水害をもたらした。これらの台風は家屋や農産物

などに甚大な損害を与えただけでなく、10月に上

陸した23号までの3つの台風が、練習船海王丸を

含め多くの船舶を襲い、少なくとも20件の海難事

故を発生させた。当社運航船も9個の台風に14隻

が遭遇した。従前は台風など荒天の場合には状況

を分析し、本船に対し情報提供と注意喚起を行い

最終の判断を本船船長に委ねることが多かった。

しかし、台風による海難の多発を見るにつけ、台

風情報の提供だけに止まらず、積極的に避航・避

泊の指示を行ったことにより沖出し・避航などに

よる遅延はあったが、幸い大事故の危険を回避す

ることができたと思っている。

　一方、このことは練習船海王丸の事故後、航海

訓練所による「事故再発防止に向け’た対応」の一

つに「陸上からの支援体制を強化する」と述べら

れているのを見るとき、想定を越える危険に遭遇

する場合のリスク管理の貴重な教訓であると言え

よう。特に、最近我々の運航する船舶の実態から

日本近海における台風接近時について言えば、避

航・避泊などの安全対策につき、具体的・積極的

に「陸上からの指示」が必要である。確かに、船

舶運航の責任者が船長であるという船員法などの

定めがあるという事実は否定できず、昔はよく「そ

れは本船船長の判断に委ねるべきだ」との言葉を

耳にしたものである。しかし、その言葉の「判断」

の幅は、最近相当に狭く考えざるを得ない状況で

ある。

　船舶の安全運航達成が、その船舶所有者に利益

をもたらす必要不可欠な条件であるばかりでなく、

地域の安全や地球環境の保全という社会的・全地

球的要求に拡大されているからである。加えて、

現在の船舶に配乗されている船長全てに「人格・

識見共に優れ他の模範となる」ような過去の船長

像＝グレート・キャプテン＝を期待することの非

現実性は、業界共通の認識であろう。特に、日本

人船長配乗の外航船が僅少となった昨今、在難船

も含め日本近海を航行する外航船船長の殆どが、

日本近海の気象・海象に精通しているとは思えな

い外国人船長である。これらの船長が台風に遭遇

し、荷役時間や入出港時間に合わせるために無理

をしたり、また停泊中にあっては、沖出し費用や

時間のセーブを考えてそのまま居座ることも考え

られる。従って、それらに対するより具体的かつ

積極的な危険回避策の指示は当然であろう。

　ことが台風避難に限らず、本船の危険回避にあ

たっては、「船長判断」の範囲をより限定的に考え、

現実的な対応が求められているご時世となったこ

とを痛感させられた2004年「台風の年」であった。
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燃国際会見レポ≒：ト欝

　国際海事機関（IMO）の第36回訓練・当直基準

小委員会（鐡W36）が、去る2005年1月10日から

14日まで英国ロンドンのIMO本部において開催さ

れた。

　日本からは、国土交通省海事局船員政策課の吉

田国際企画室長らが出席し、各国との意見交換お

よび共通問題の解決に務めた。また、当協会から

は海務部の日下部課長代理がオブザーバーとして

出席した。

　今回の当小委員会の議題は以下のとおり。

　1．議題の採択

　2．他のIMO機関の決定事項の報告

　3．モデル訓練課程の有効1生

　4．資格証明書に関する不法行為への対応

　5，大型旅客船の安全性

　6．高速救助艇の進水／格納操作及び悪天候時

　　の救助方法に関する乗組員の訓練

　7．救命艇の事故防止対策

　8．海上安全を高める対策（船舶保安職員の訓

　　練および資格証明要件）

9．疲労防止および軽減並びに管理に関する教

　育及び訓練

10．WIG艇職員の知識、技術および訓練に関す

　る要件

11．バラスト水管理に関する訓練要件の作成

12．部員の能力開発

13．会社および港湾施設保安職員に関する訓練

　並びに資格証明要件

14．作業計画および訂W37の議題

15．2006年までの議長および副議長の選出

▲IMO第36回訓練・当直基準小委員会の模様
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△ロンドンのIMO本部

16．その他の議題
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　　1．㎝CW条約（※1）VI章に規定される資格の

　　　更新及び再講習

　　2．訂CW条約1章（1／11）に規定される

　　　GMDSS資格の更新時の試験及び再講習

　　3．締約国問の承認協定の未締結問題

　　4．訂CW条約第8条（臨時業務許可書）に

　　　関する問題

　　5．船員の労働時間

　ユ7．MSC（※2）への報告

　（※1）STCW条約：1978年船員の訓練及び資格証明並び

　　　に当直の基準に関する国際条約の改正版

　　　　（lnternadonal　conven恒on　on　Standard　ofTrain正ng，

　　　Cer面ca面n　and　Watch－keeping　for　sea葺arers）船員

　　　の訓練要件、資格証明、当直基準などに関する国

　　　際的な統一基準を定めた条約

　（※2）MSC：海上安全委員会

　　　　（Maritime　Safety　Comm玉鞭e）IMOの常設委員会

　　　であり、船舶の運行の安全性を維持に関する調査、

　　　審議、諸規則を策定する委員会

　各議題における検討結果の要旨は以下のとおり

である。

小委員会へ求められた。

①機関室資源管理に関する訂CW条約CODE－B

　　部（勧告規定）の改正の準備をすること。

　②危機管理および群集管理に関するモデルコ

　　ースにおいて、安全区域の概念を含めるよう

　　見直しMSC80に勧告すること。

　この要請に対し、今回の二二委員会にて検討し、

以下の内容を確認し合意した。．

　（1）前回のSTW35までは、議題名「Large　pas－

　　senger　ship　safety」であったが、「Passenger

　　ship　safdy」に変更する。

　（2＞シンガポールが提案したENGINE　ROOM

　　RESOURCE　MANAGEMENTに関する内容を

　　客船以外の船舶への適用も考慮した規定に修

　　正し、STCW条約CODE・B　VIII／2，　p～航3－2

　　（勧告規定）に挿入する。

　（3＞BRIDGE　RESOURCE　MANAGEMENT
　　（BRM）との結合についても提案されたが、

　　その議論は先送りする。

　（4）IMOモデルコース1．28（客船およびRO－RO

　　船での群集管理に必要な能力）と1．29（客船

　　およびRO－RO船での、旅客の安全、貨物の安

　　全および船体の保全、危機管理および人間行

　　動訓練に必要な能力）について、FP48（※3）で

　　の検討結果である“Safe　area”の概念を取り入

　　れるべく修正する。

　（※3）FP48：第48回防火小委員会
　　　　（Fire　Protection　Sub・committee）訂W小委員会

　　　と同様にMSC，に所属する小委員会。船舶における

　　　防火構造要件、防火材料の基準・試験方法、消防
　　　設備の技術基準・踏付け要件等について調査、審
　　　議、規則を策定する小委員会

資格証明書に関する不法行為への対応

　違反を抑止する観点から、偽造免状保有者につ

いて名前やパスポート番号等の個人情報を公表す

ることを検討したが、事務局法律部からの助言を

踏まえ名前やパスポート番号等の個人情報を公表

することは不適当であるとした。

旅客船の安全性

　過去のMSC78での議論の結果、以下の検討が当

高速救助艇の進水／格納操作および悪天候時の救

助方法に関する乗組員の訓練

　英国は、SOLAS条約（※4）第皿章第26規則に規定

される高速救助艇および救助手段について、進水

装置および揚収装置に関して訓練を受けていない

船員が扱うと重大な負傷が発生することに懸念を

示し、高速救助艇の進水／揚収作業のための能力

（晴天時および荒天時）を含めた能力基準表の改

正を提案した。

せんきょうEの2005翻3
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　この提案に対し、今回の当小委員会にて検討し、

以下の内容を確認し合意した。

　（1）高速救助艇の進水／格納操作について、特

　　に悪天候時において、訓練も含めて危険性が

　　高いことを小委員会として認識する。

　（2｝乗組員が自信を持って操作できる能力を確

　　保するために、㎝CW条約CODE－A　VI／2－2

　　を改定する必要性があり、英国提案の能力基

　　準表について議論し、修正する。

　（3）高速救助艇の進水／格納操作の初期乗船訓

　　練および関連する乗組員の通常の訓練内容を

　　検討し、MSC　Circularを発給するようMSC

　　へ報告する。

　（4）IMOモデルコース1．24（高速救助艇の操作

　　に必要な能力）を見直す。

　（※4）SOLAS条約：海上人命安全条約

　　　　（111terllaUonal　conven廿on　for　the　Safety　Of　Life

　　　At　Sea）船舶の構造、設備、救命設備、貨物の積み

　　　付けに関する安全措置等の技術基準、検査、証書

　　　の発給に関する国際的な統一基準を定めた条約

救命艇の事故防止対策

　過去のDE47（※5）小委員会の議論結果として、

自由降下式の救命艇の操作における訓練要件につ

いて陸上での訓練の必要性に合意を得たことを紹

介するとともに、更に、訂CW条約の基本安全訓

練の要件に新たに加えることについて当小委員会

での検討が求められた。

　この指示に対し、今回の当小委員会にて検討し、

以下の内容を確認し合意した。

　（1｝自由落下式の救命艇の訓練について、非常

　　に危険を伴うのでMSC　Circular1137、1115の

　　ガイドラインに従って、実際に着水する代わ

　　りに立付訓練（Simulated　launch）を6ヶ月ご

　　とに行う。

　（2｝韓国が自由落下式救命艇を備える船舶への

　　乗船前の訓練を提案し、次回の訂W37に更な

　　る提案をする。

　（31上記内容を他の小委員会へ報告することと

　　し、今後は他の小委員会での検討も考慮に入

　　れ議論する。

（※5）DE47：第47回設計設備小委員会
　　　（Shlp　Design　and　Equipment　Sub－committee）

　　STW小委員会と同様にMSCに所属する小委員会
　　であり、船舶における構造・機関・電気設備など
　　に関する要件、および高速船の安全要件等につい

　　て調査、審議、規則を策定する小委員会

海上安全を高める対策（船舶保安職員の訓練およ

び資格証明要件）

　これまで当小委員会がコレスポンデンスグルー

プを設立し、船舶保安職員（SSO）の訓練および資

格証明要件を訂CW条約へ規定する内容の検討を

行っていた。

　この作業に対し、今回の当小委員会にて検討し、

以下の内容を確認し合意した。

　〔DSSOに対する訓練・資格証明の要件について、

　　①12か月以上の承認された海上航行業務

　　②適当な期間の海上航行業務と船舶の運航

　　　にかかる知識

　とし、①または②のどちらかを満たす。

　〔2）　「適当な期間」および「知識」の具体的内容

　　は確定されず、各国に判断に委ねる。

　（3）資格証明について各国がその責務を負うが、

　　その承認下の訓練実施組織等が発効する証明

　　書で可とできる。

　　　（ただし、証書上に本改正条約に関する記述

　　が必要となる為、別途新証書の発給は必要と

　　される）

　〔4）修正された内容で、訂CW条約規則VI／5

　　およびSTCW条約CODE－A　VI／5として新た

　　に規定し、発効時期は2009年7月1日とする。

　（5｝発効時期の2009年7月1日までは、有効な

　　国際船舶保安証書（ISSC）の提示をもって、

　　SSOの要件も備えていると見なす。

会社および港湾施設保安職員に関する訓練並びに

資格証明要件

　過去のMSC79で検討の結果、会社保安職員（CSO）

の訓練及び資格証明要件の作成について当小委員

会で取扱うことが合意され、米国が前回のSTW

35に提案した能力要件テーブルを修正し再提案し

た。
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　この提案に対し、今回の当小委員会にて検討し、

以下の内容を確認し合意した。

　（D　CSOの訓練要件およびその受講記録等につ

　　いては、米国がとりまとめた原案（ISPS　CODE

　　PartA＆BおよびIMOモデルコース3．20に基

　　づく能力要件テーブル案）を修正したものを

　　訂CW条約CODE－B　VI／5（勧告規定）とし

　　て新たに規定することとし、その周知のため

　　MSC　Circularを発給するようMSCへ報告する。

疲労防止および軽減並びに管理に関する教育およ

び訓練

　過去のMSC75で検討の結果、船員、船舶所有者、

運航者、造船者、水先人他、船舶運航に関係する

全関係者、全てのタイプの船舶を対象として、「疲

労」に的を絞った「教育や訓練の強制要件」につ

いての検討を当小委員会で取扱うことが合意され、

今回はデンマークが自国においての取り組みを紹

介するとともに提案を行った。

　この提案に対し、今回の当小委員会にて検討し、

以下の内容を確認し合意した。

　ω　デンマークの自国における積極的な取り組

　　みが紹介され、勧告レベルでモデル訓練課程

　　を作成する。

　（2）英国は、そもそも船上において疲労が存在

　　してはならないとし、この観点に基づきMSC

　　80に安全配員に関する提案を行う。

W［G艇職員の知識、技術および訓練に関する要件

　ロシアおよびオーストラリアが、WIG艇（表面

効果翼船：日本には数隻存在）の職員に求められ

る知識・技能および訓練について提案した。

この提案に対し、今回の当小委員会にて検討し、

以下の内容を確認し合意した。

　ω　ほぼ提案文書とおり訂CW条約における勧

　　告レベルで取り扱われることとし、MSC　Cir－

　　cularとして発給するようMSCに報告する。

　（2＞新たな規定内容は機体が水面にある状態に

　　適用する。よって、タイトルに「in　both　displace－

　　ment　and　ground・effect　modes」を追記する。

バラスト水管理に関する訓練要件の作成

　2004年2月13日に採択された「船舶のバラスト

水及び沈殿物の規制及び管理に関する国際条約」

に基づき、バラスト水管理に関する訓練要件の作

成について当小委員会での検討が求められた。

この要請に対し、今回の当小委員会にて検討し、

以下の内容を確認し合意した。

　〔D　インドの自国における積極的な取り組みが

　　紹介され各国の理解を得られたものの、MEPC

　　（※6）のガイドラインおよび具体的な処理装置

　　が未だ無いことから、今後の検討課題として

　　取り扱う。

　（21インド、ウクライナ、中国が積極的にモデ

　　ルコースを作成し、それをFAL（※7）に提案す

　　る。

　（※6）MEPC二海洋環境保護委員会
　　　　（Marlne　Env三ronment　Protection　Committee）

　　　IMOの常設委員会であり、地球環境保護の立場か
　　　ら、船舶による海洋ならびに大気汚染防止に関す

　　　る調査、審議、規則を策定する委員会

　（※7）FAL：簡易化委員会
　　　　（Facilitation　Committee＞IMOの常設委員会であ

　　　り、外航海運にかかわる輸出入／港湾諸手続きの

　　　簡素化仁関する調査、審議、規則を策定する委員

　　　会

部員の能力開発

　ILO（※8）予備技術海事会議（2004年9月13－24

日開催）およびMSC79（2004年12月1－10日開催）

での議論の結果、ILO条約における「有能船員の資

格証明条約」の内容がIMOへ移管されることにな

り、部員の訓練および資格要件について当小委員

会での検討が求められた。

　この要請に対し、今回の当日委員会にて検討し、

以下の内容を確認し合意した。

（1＞今後srCW条約にて取り扱っていく重要議

　　題であると位置付けるも、具体的な内容の検

　　討は、MSC80にて訂W36の報告に基づくコレ

　　スポンデンスグループの設置が当小委員会に

　　対し命じられ、そのコレスポンデンスグルー

　　プにて議論する。

（2｝ILO規則でのAB（有能船員：部員）を訂CW

　　条約規定に残すとともに、その定義付けおよ

ぜんきょうFの2005勧5
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び㎝CW条約体系における部員の訓練・証明

に関して検討する。

（※8）工LO：国際労働機関

　　　（Intema廿ona1珍bor　Organiza且on）各国の政府、

　　使用者代表、労働者代表で構成され、社会福祉の
　　向上と労働条件の改善を目的とした国連の専門機
　　関の一つであり、日本は1951年に再加盟し、1954
　　年から常任理事国となっている。

今後の作業計画およびSTW37の議題

　以下の今後の作業計画議案が提案された。

　①船員問題

　　a．人員不足

　　b．船員犯罪

　　c．一時上陸

　②訓練関連

　　a．部員の能力開発

　　b，タンカーに必要な訓練

　　c．LNGタンカーに必要な訓練

　③水先人の訓練・資格

　④新法規に準じた訓練

　次回は2006年1月23日から27日に開催することと

した。

2006年までの議長および副議長の選出

　2006年目小委員会の正副議長の選出を行い、現

行両氏（議長：Rear　Admiral　Peter　Brady（ジャマ

イカ）、副議長：Mr，　AH．Kayssi（レバノン））が再

任された。

その他の議題

　a．＝鏡℃W条約V［章に規定される資格の更新お

　　よび再講習について＝

　b．＝盟CW条約1章（1／11）に規定される

　　GMDSS資格の更新時の試験および再講習につ

　　いて＝

　　　上記2議題はノルウェーの提案であり、現

　　行にない「訂CW条約VI章に規定される資格

　　の更新および再講習」と「工章（1／11＞に

　　規定されるGMDSS（※9）資格の更新時の試験

　　及び再講習」の義務化を求めたが、これらの

　　提案は既に過去の当小委員会で「義務化の必

　要性なし」と判断され合意したことであるこ

　とから、意見は纏まらなかった。

　　今後、MSC80に向け再度提案文書を出し含

　い議論していくこととした。

（※9）GMDSS：国際海上安全通信システム

　　　（Global　MariU皿e　Distress　and　Safety　System）海

　　上における遭難および安全の世界的制度で、SO・

　　LAS条約に基づく人工衛星を利用した通信システ

　　ム。船舶が航海中、いつでも陸上の救助機関や付

　　近を航行する船舶と、船舶の安全に関する通信を

　　確実に行えるようにしている。1999年2月1日を

　　以って完全導入された。

C．＝締約国間の承認協定の未締結問題＝

　　「当該締約国間の承認協定が未締結であるに

　も拘らず、船籍国が他国の海技免状に対する

　承認証（裏書）を発給していたこと」（訂CWF

　条約としては違反〉が、他国籍の船で日本政

府の実施したPSC（※10）の検査にて発見された。

　　これを受け、日本が東京MOU（※11）を代表

　し、IMOにて各締約国間の承認協定締結状況

　の情報開示を促すよう提案し、合意された。

　　具体的には、IMOが各締約国の情報を取り

纏めた上IMOのWE玲SITE上で公開すること

　とした。

（※ユ0＞PSC：ポートステートコントロール

　　　（Port　State　Contro1）「入1巷船舶に対する寄港国に

　　よる監督」のことであり、IMOの国際条約の基準

　　に適合していない船舶を排除するために、船舶の

　　寄港する国の監督官が入港船舶に対して船舶の設

　　備、乗組員の資格などについて条約に適合してい

　　るかを検査する。

（※11）MOU：（Memorandum　Of　Understanding　on

　　・Port　State　Contro1＞PSCに関する各国間のばらつき

　　を是正し、加盟国間で統一基準を定めることを目

　　的とした地域的な国際協力体制のことであり、1982

　　年にパリMOUの設立後、東京MOUなどが設立さ

　　れている。

d．肩srCW条約第8条（臨時業務許可書）に関

する問題＝

　　訂CW条約では、特別に安全が確保される

場合において、条約に則った資格証明を所持

　しない船員に対し臨時業務許可を与えられる

　と規定しており、締約国は、総トン数1600ト

　ン以上と未満の2カテゴリーに分類して当該

臨時業務許可書を発給した数をIMOに報告せ
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　ねばならない。

　　韓国が、機関士の免状に関して報告するの

であれば、基準は1600トンではなく推進出力

3，000ワットにすべきであると提案し、合意さ

　れた。

e．＝船員の労働時間＝

　ISF（※12）が、作成した船員の労働時間を管

理する為のソフト「WATCH－KEEPER　ver．2」

を紹介した。

　　また、BIMCO（※13＞とISFが合同で行って

いるMANPOWER　SURVEYについて説明し、

各国へ協力を求めた。

　なお、上記の当委員会での合意事項は、今後、

2005年5月の第80回海上安全委員会（MSC80）に

報告され検討されることとなっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（海沿部）

　（※12）ISF：国際海運連盟

　　　　（Interna口onal　Shipping　Federation）船員の労働

　　　条件、資格、訓練、福利厚生など海上労働問題全

　　　般にわたる国際的な検討、処理を目的とする団体。

　　　各国船主協会を会員として1909年に設立された組

　　　織で、本部をロンドンに置く。日本船主協会は1957

　　　年5月に加盟。

　（※13）BIMCO：ボルテック国際海運協議会

　　　　（Bal廿。　and　Intema廿onal　Mari廿me　COuncil）1905

　　　年に発足の“丁五eBaldc　and　White　Sea　Conference”

　　　が前身。メンバーは、船舶代理店を含むブローカ

　　　一の他、PI保険等を含む「クラブメンバー」や船

　　　級協会や海事法律事務所、損保や銀行等海運に関

　　　心のある「準メンバー」により構成されている。

　　　BIMCOの事業としては、傭船契約等書式の標準化

　　　が有名。IMOに対して意見を開陳する。

’〈1炉糖∵寿ダ．き1；〉．．齢　：：「r㍉ジ　k！　∵　へ・　、

ケミカル船運航に影響の可能性．
20，000DWT未満のタンカーにもイナートガス発生装置が必要か

一IMO第49回防火小委員会（FP49）の審議結果について一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紘．、熱雷繍熱漁．磁獣心転浦総謡熱，礁磁駄

　2005年1月24日から28日までIMO第49回防火小

委員会（FP49＞が、ロンドンIMO本部において開

催された。主な審議結果は以下のとおり。

1．ケミカル／プロダクトタンカー爆発事故

　昨年12月に瀬戸内海伊予灘で発生し、死者3名

を出した「SUNNY　JEWEL号」（PANAMA籍ケミ

カルタンカー、6，880DWT）の爆発事故はまだ記憶

に新しいところであるが、近年、国際的にもケミ

カル／プロダクトタンカーの爆発事故が多発して

おり、人命の喪失、海洋環境汚染など大きな問題

となっている。

　このような状況下、IMOにおいても爆発事故の

調査解析作業が行われており、今次会合では、フ

ランスより提出されたケミカルタンカー「CHAS－

SIRON号」（フランス籍ケミカルタンカー、9，995

DWT）の爆発事故報告書について審議された。同

爆発事故は引火点40度未満の石油製品（無鉛98－

octane（Super＞）を積載していたタンクの洗浄を開

始した直後、同タンクより爆発が発生し、乗組員

1名が死亡、船体にも重大な損傷を受けた。

　同報告書では、爆発防止対策として次の6つの

項目が提案されている。

　①タンク内の爆発の危険性を減らすため、揚

　　荷中やタンク洗浄中などにおけるタンク開口

　　部開放の禁止

　②可能な範囲でのタンク洗浄の制限

　③タンク洗浄に関するオイルタンカーとター

　　ミナルに関する国際安全指針（ISGOTT）の遵

　　守

　④電気関連設備の整備

　⑤　タンク内設備の点検強化

　⑥　引火点60度未満の揮発性石油製品を積載す

　　るタンクのイナーティング※（20，000DWT未満

　　のタンカーを含む）

　※イナーテイング：イナートガス（不活性ガス）発生
　　装置により、カーゴタンク内にイナートガスを送り
　　込むこと

　現行海上人命安全条約（SOLAS条約）では、20，000

DWT以上のタンカーにのみイナートガス発生装置
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の設置が要求されているため、20，000DWT未満の

タンカーのほとんどは同装置を備えていないのが

現状である。特に、ケミカルタンカーの多くは

20，000DWT未満であり、フランス提案はケミカル

業界にとって多大な影響を及ぼすことが予想され

る。

　また、同提案では漠然とイナーティングを要求

しているのみで、現存船に対する措置など具体的

なことは示されていないため、今後、同要件を検

討するにあたり、次のような問題点が考えられる。

　①現存船では装置設置スペースが無いなどの

　　構造的問題がある。

　②イナートガス発生装置に関するSOLAS条約

　　H－2章／4．5．5規則の適用対象は“タンカー”

　　とのみ示されており、ケミカル、プロダクト

　　および原油タンカー全てが含まれる。原油タ

　　ンカーの爆発事故は、最近においてはほとん

　　ど発生していないため適用船舶から外すこと

　　が適当と考えられる。

③対象とされる「引火点60度未満の揮発性石

　　油製品」はあまりにも漠然とした定義のため、

　　対象貨物を特定する必要がある。

　審議の結果、今次会合においては、フランス文

書は参考情報として留意するに止められた。また

同国に対し、IMO海上安全委員会（MSC）に、新

規議題として本件に関するSOLAS条約H－2章改

正提案を提出するよう要請した。これに従い、フ

ランスは2006年5月に開催されるMSC81に対し提

案文書を提出するものと予想される。

　なお、本件については民間側においても国際海

運会議所（ICS）、国際独立タンカー船主協会（IN－

TERrANKO＞、国際乾貨物船主協会（INTER

CARGO）および石油会社国際海事評議会（OCIMF）

などが合同でWorking　Groupを立ち上げ、ケミカ

ル／プロダクトタンカーの爆発事故に関し、原因

究明および対応策を検討しており、当協会も同

Working　Groupに参加することとしている。

2．人が立ち入る区画のCO　2消火装置の使用

　米国より提出された、人が立ち入る区域でのCO

2消火装置の使用を禁止すべきとする見解の報告

書について検討が行われた。同報告書では、CO　2

消火装置の使用による人体への危険性について指

摘するとともに、CO　2とハロンおよび代替ハロン

との比較を行っている。

　同報告に対し、わが国よりヒューマンエラーに

よる四身事故防止のため、CO　2による消火システ

ムをよりシンプルなものにすること、適切な資格

を有する作業員がメンテナンスを実施することな

どの安全対策を厳格に実施すれば、人身事故の減

少に繋がる旨指摘した。

　審議の結果、多数の船舶においてCO　2消火装置

が設置されていることから、同装置の使用を早急

に禁止すべきではないとの意見が多数の国より示

され、同問題については今後、コレスポンデンス

グループで更に検討することとなった。

3，非常用消火ポンプの設置場所に関する統一解

　釈

　国際船級協会（IACS）より、非常用消火ポンプ

の設置場所に関する統一解釈について捉案がなさ

れ、審議が行われた。

　現在、非常用消火ポンプの配置については、SO－

LAS条約に附属されている「火災安全設備のため

の国際コード（FSSコード）」12章、2，2．1．3に次の

とおり定められている。

　「ポンプの全吸込揚程および実質吸込揚程は、就

航中起こり得るすべての横傾斜、縦傾斜、横揺れ

および縦揺れの状態の下で、条約の要件並びにこ

の章のポンプ能力及び消火栓圧力を考慮して決定

される。ドライドックへの出入時のバラスト状態

は就航中と考える必要はない。」

　IACSは、上記規定のうち「就航中起こり得るす

べての横傾斜、縦傾斜、横揺れおよび縦揺れの状

態」について、次のとおりの統一解釈を提案した。

（1）最も軽荷の航海状態で、22．5度の横傾斜およ

　び10度の縦傾斜を考慮したもの。ただし、長さ

　100Mを超える船舶では、縦揺れは、500／L（船
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　の長さ）までとして差し支えない。

（2）貨物またはバラスト水を積載せず、かつ、貯

　蔵品の10％および燃料が残っている停泊中の状

　態。ただしこの場合、横傾斜および縦傾斜を考

　慮する必要はない。

　上記IACS提案が強制化された場合、小型船では

船底が露出するような状況でもポンプ能力を保持

しなければならず、大型船においても同様に設計

　　　　　　　　　　　　離il蘇ξ1・

上、相当な制約となることが考えられるため、；わ

が国より、同解釈はあまりに非現実な要求として、

横傾斜を10度、縦傾斜を2度とした修正案を提出

した。

　審議の結果、わが国の指摘を受け、IACSは再度

検討を行った上で、次回FP50に修正案を提出する

こととなった。

　　　　　　　　　　　　　　　　（海務部）

内外黒蜜臥騰醜iii；

船籍制度創設」今回も特区での実現ならず
提案と国土交通省の回答について一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口偏撫。鍼瀦臨躍甑、撫謙鉱庸激憲戴講駄譲蕊

　当協会は平成16年11月17日、「わが国外航商船の

第二船籍制度の創設」について、愛媛県今治市と

共同で第6次構造改革特区提案を行った。（本誌2004

年12月号P．23参照）

　これに対し国土交通省より、平成16年12月8日、

「特区制度の趣旨になじまない」等とする回答が

あった（【資料1】参照）。

　これを受け今治市／当協会は、同年12月15日、

外航船舶の大部分を外国法制に委ねる潜在的リス

クを回避するには有効とする当協会の提案に対す

る明確な見解が示されていないことを指摘し、「特

区および外航海運政策推進検討会議での迅速な検

討を再度要請する」との再検討要請を特区事務局

に提出した（【資料2】参照）。

　これに対し国土交通省より、1月7日、「第二船

籍制度」については、創設する場合いかなる要件

とすることが適当であるか等、既存の「国際船舶

制度」との関係も踏まえて「外航海運政策推進検

討会議」で検討を進めており、引き続き船主協会

の要望も踏まえて十分に検討を深めたいとする再

回答があった（【資料3】参照）。

　これらの回答を踏まえ今治市／当協会は、1月

14日、「当方は、日本籍船が減少していくことの潜

在的リスクを懸念し、特区制度の活用に迅速な対

応を求めており、提案の早期実現に向けた前向き

な検討および外航海運政策推進検討会議での迅速

な検討を要請する」との再々検討要請を提出した

（【資料4】参照〉。

　2月9日、国土交通省の今次特区提案における

最終回答が公表され（【資料5】参照）、これによ

って第二船籍問題は、今後当面の問、同省との「外

航海運政策推進検討会議」を中心に議論されるこ

ととなった。

　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）

【資料1】　第6次特区：国交省からの一次回答（2004／12／8公表）

　構造改革特区制度は、地域等の提案により構造改革特別区域を設定し、．当該地域の特性に応じた

規制の特例措置を設けることにより、地域の活性化を図り、国民生活の向上及び国民経済の肇展に

寄与することを目的とするものである。したがって、特例措置の適用により、当該地域にメリット

があり、地域の活性化につながることが前提とな6ており、．また、当該特区．において効果が検証さ

れた三脚には、全国に適用される制度改正を調い、構造改革を進めることが想定されでいると．とも

に、税の軽減などの財政措置を伴うものは対象としないごととされている。

　これらのことも踏まえ、さらに以下の理由により、本提案は特区制度の趣旨になじまない。
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　なお、、．船主協会等からの要望のあるいわゆる「第二船籍制度」を、西欧諸国等の制度に照らして、

我が国で創設するのか、創設する場合にはいかなる要件とすることが適当であるのかについては、

現在、’ A国土交通省及び社団法人日本船主協会とが共同で「外航海運政策推進検討会議」を設置し、

検討を行っている。

1．本特区提案は～以下のとおり、税収増や雇用の創出につながらず、具体的に「地域にメリット

　があり、地域の活性化につながる」ものとは考えられない。

（1＞仮に、特区に船籍をおく船が増えたとしても、

．③登録免許税は国税であり、市町村の税収にはならない。

　②．船舶は船籍を置くのみであり、寄港の義務等はない。このため、

　　・現行の制度の下では、船舶の固定資産税は寄港回数を基に按分されるものであるため、船籍

　　　地に税収が入る見込みは少ない。

　　・船舶が寄港しなければ、．雇用の増加や燃料・水の購入等の経済効果も期待できない。

（2レなお～船舶が置籍されると，船体及び船舶に備置される証書等に船籍港の名称が記載されるが、

　船籍港の知名度の上昇等による観光客の来訪促進等の地域活性化効果があるとも考えられない。

（3）さらに、本提案が特区どして実現されたとしても、税制の軽減措置は採られないので、便宜置

　籍船に比べてコスト競争力が著しく劣るこ．とに変わりはなく、どの程度船舶の置籍が発生するか

　は疑問。

2．また、船員の配乗要件については、条約にも準拠して船舶の航行の安全確保の観点から必要な

資格ポ人員が定められた安全規制に係るものであり、船舶は船籍にかかわらず、いずれの場所に

おいても航行できるため、特別の地域に限定して特例措置を講じる性格のものでは．ない。なお、

この配乗要件は、日本人船員確保の観点も踏まえ、労使も十分に協議を行い、決定されたもので

ある。したがって、日本人船員の配乗要件については、日本人船員の確保・育成のあり高等様々

な観点にも関連するので、全日本海員組合等の意見も幅広く聞きながら、十分な議論を重ねるこ

　とが不可欠である。

【資料2】第6次特区：今治市／齢協から推進室への再検討要請（2004／12／15提出）

　日本籍船がゼロに近づく懸念の中、外航船舶の大部分を外国法制に委ねることの潜在的リスクを

問題逸しく同リスク回避には第二船籍創設が有効とする提案に対し、今回も明確な見解が示されて

いるとは思えないので、特区および外航海運政策推進検討会議での迅速な検討を再度要請する。約

乞，000隻の日本商船隊に含まれる外国漁船のうち、約470隻の船主は今治市民（海運会社）であり、現

行制度のもとでは登録免許税や固定資産税の税収が船籍地に入らないとしても、これら船舶が日本

の法律で守られるようになることは、市民である船主の利益につながり、ひいては法人市民税の増

収も期待できると考える。詳細は補足資料を参照されたい。

（補足資料）

　　　　　　　　　平成16年12月15日

（内閣官房構造改革特区推進室に提出）

わが国外航商船の第二船籍制度創設に関する意見（補足資料）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県　今治市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹日本船主協会

1．一1）国土交通省は、今治市と日．本船主協会の提案に対し、「特区として対応不可」と回答してい
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る。．しかし、近い将来、日本籍船が限りなくゼロに近づく恐れがある状況下、日本海運界が安全

・安定輸送を確保していく上で、ほとんど全ての外航船舶を便宜移籍国の法制に委ねてしまうこ

との潜在的リスク．について問題意識を．もち、そのリスクを回覧する為に第二船籍を創設すやこと．

が有効かつ必要な方策として、2003年11月の第4次特区提案以来提案しているこどに対しては、

今回も明確な見解が示されていないと考えるので、「特区」および丁外航海運政策推進検討会議」

において迅速な対応をお願いしたい。また、約2，000隻のわが国商船隊に含まれる便宜置籍船のう

ち、約470隻の船主は今治市民（海運会社）である。現行制度のもとでは登録免許税や固定資産税

の税収が今治市に入らないとしても、これら船舶を今治市にフラッギングバックすることによっ

て日本の法律で守られ、安全かつ安定的に運航することができれば、市民である船主の利益につ

ながり、ひいては法人市民税の増収も期待できるものと考えている。

1。一2）今治市では、平成17年に実施する合併後（平成17年1月16日に12市町村が合併）のまちづく

　りの大きな柱のひとつに海事都市構想を掲げ、造船・海運業の集積（合併後は世界有数γやその

背景ζなった地域の歴史・．文化を生かしながら、観光も含め内発的で持続可能な発展牽目指しで

いる。既に、本構想は国の支援も得ながら取り組む中でマスコミ等も注目し．ており、潤本で初め．

．て外航船の第ご船籍地となることは弘．海運業を振興するだけでなく、奉市の目指す地域賢源を生．

かした個性的なまちづくりを大きく推進することになる。：

1．一3）税制の問題が同時に解決されることが望ましいのは言うまでもないが、．時間を要すること

から、不十分かもレれないが取り敢えず今回の特区提案を認め、その効果を見てみることも、特

区制度の持つ試行的役割ではないかと思われる6

2．日本籍船については、今回の特区提案内容に加え、税制面での便宜置籍船並みが実現できれば

その減少に歯止めがかかり、増加に転ずξものと確信している。近年、日本籍外航新造船の登録

　は皆無に近い状況にある。日本の海運界では、日本回船は国際競争力に欠ける船と同義語に近い．

受取られ方を．しており、新造船の国籍を決定する際、ほとんどその検討対象にさえなっていない。

現在、大手外航海運企業では、向こう数年に亘り莫大な船舶設備投資を計画してお．り、一旦船籍

の決定が便宜置籍船の前提でなされ、建造準備段階に入ってしまうと、様々を面で日本下民に変

更することには困難を伴う。登録を促進しうる日本籍船の制度が迅速に作られるこどが望まれる。

3．日本人外航船員の減少が続いて久しいが、これは日本籍船減少の問題とは何ら関係がない。日．

本あ海運企業は一般的に、日本人船員については海上での経験を陸上における船舶管理者を養成

する為の訓練の場と捉えており、その限りで日本籍船と便宜置籍船とに全く差はない。斉企業ば

上記の方針の下、自社の経営方針と自己責任に基づいて自己完結的に船員の雇用を図っている。

その結果広く海事産業全体を見ると》船員の経験をもった海事技術者に不足がでるとの意見も存

在するかもしれない。しかしながら、自社の必要とする以上の日本人船員を雇用することは、各

企業の能力と責任を超えたものであり、それ以上の点については、国及び関係者が協議して海事

産業全体として必要とされる海技技術者数を想定するなどし、．わが国海事産業にとって必要な方

策の内容を議論してはどうか。

4．国土交通省の回答．は、全てを「外航海運政策推進検討会議」での検討に委ねるとの意向である

．．と思えるが、同会議における日本船主協会の基本的考え方を整理しておくためにも、以下付言す

　るσ

．①　特区提案では税制改正が対象にならず、税制抜きの特区提案がたとえ満額回答であっても魅
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　力ある船籍制度としては不十分であることは十分理解している。しかしながら、日本籍船の競

　争力回復については長年政策的な手当てを受けておらず、その結果将来ゼロになると予想され

　る事態を迎えている。．幸い政府主導で「特区制度」ができ、従来の方法とは異なる道が開かれ

　たのでわれわれは特区に提案するものであり、政府内部で省庁の垣根を越えた協力を期待する

　ものである。

②固定資産税については、現在の如く寄港地に対し寄港回数で按分する複雑な分配方法が合理

　的とは思えず、将来の課題として、船籍港に重く配分する方法も検討されて然るべきと考える。

．③配乗要件の緩和だけでも実．現すれば、日本籍船誘致に大きな前進になるものと思われる。全

　日本海員組合の意見が必要であるなら、国土交通省として日本船主協会と全日本海員組合との

　話し合いの場を設け、両者の意見を聴取してから判断すべきと考える。　　　　　以　上

　【資料3】　第6次特区：再検討要請に対する国交省の回答（2005／1／7公表）

　日本賊船への船舶職員の配乗に係る現在の法制度は、船舶の航行の安全確保の観点から条約に準

拠した必要な資格を取得した者を配乗させることを求めているのであって、国籍に係る要件はない。

しかしながら、当該資格を取得しているのは実態としてほとんど日本人．であるところ、現在の日本

人船員の配乗に関する取扱は、日本人船員の確保の観点も踏まえ、労使とも十分に協議を行い、決

定されたものである。したがって、この配乗に関する取扱について検討する際には、日本人船員の

確保・育成のあり方等様々な観点にも関連するため、全日本海員組合等の意見も幅広く聞きながら

十分な議論を重ねることが不可欠である。

　なお、提案主体より提出された意見において、「当省の回答において、船主協会等の提案に対して

明確な見解が示されていない」とのことであるが、検討要請に対する回答において述べたとおり、

日本船主協会等からの要望であるいわゆる「第二船籍制度」については、創設する場合にはいかな

る要件とすることが適当であるのか等、既存の「国際船舶制度」との関係も踏まえて、現在、国土

交通省及び社団法人日本船主協会とが共同で「外航海運政策推進検討会議」を設置し、検討を進め

ているところである。この会議の場においては、今回提出された意見及び補足資料において趣旨が

明確でない多くの点も含め、検討を行っているところであり、引き続き、船主協会の要望も踏まえ

て十分に検討を深めてまいりたい。

　また、第二船籍制度の導入が地域に与えるメリットについて、便宜置籍船が今治市にフラッギン

グバックすることにより「市民である船主の利益につながる」及び「ひいては法人市民税の増収も

期待できる」とあるが、検討要請に対する回答において述べたとおり、本提案の内容では税制の軽

．減措置は採られないので、便宜置籍船に比べてコスト競争力が著しく劣ることに変わりはなく、ど

の程度船舶の田籍が発生するかは疑問であり、．外航海運企業もフラッギングバックを行うことを約

束できるのかも疑問である。また、仮に便宜置籍船が今治市にフラッギングバックしたとしても、

単に船籍が今治市に置かれるだけで、船主の利益につながり、法人市民税の増収につながることに

なるとは言えない。

【資料4】　第6次特区：今治市／船協から推進室への再々検討要請（2005／1／14提出）

　「条約に準拠した必要な資格を取得した者」であれば、国籍に拘わらず「船舶の航行の安全確保の

観点」上の問題はないというのが現在の法制度であると解してよいか。また、従ってその観点に関

する限り、日本入船員配乗要件を廃止しても問題はないと解してよいか。

　「フラッギングバックしたとしても今治市に船籍が置かれるだけで法人市民税の増収につながると

はいえない。」という回答に対する当方の意見は次の通りである。即ち、今治市に会社を置かない船

主については、船籍が置かれるだけで市にとってメリットはない。だが、外航商船隊の四分の一を

占める船主は今治市民である。この市民である船主が、日本籍を有することで安心、安定的に船舶
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を運航できることによって利益を上げられれば、当然市民税・法人市民税として市に還元される。

もちろん、配乗要件の緩和だけでは不十分な第二船籍制度ではあるが、世界屈指の海運・海事産業

が集積する今治市で日本の船主を代表する日本船主協会と共に、取り敢えず第二船籍制度の試行に

取り組みたい。

　当方は、日本二二が減少していくことの潜在的リスクを懸念し、特区制度の活用による迅速な対

応を求めており、提案の早期実現に向けた前向きな検討を再度要請する。また、「外航海運政策推進

検討会議」においてもより迅速な検討を要請する。

【資料5】

　日本灯船への船舶職員の配乗に係る現在の法制度では、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく

必要な資格を取得することを求めているのであって、すでに回答しているように国籍に係る要件は
ない。しかしな層ｪら、現在の日本人船員の配乗に関する取扱は、これも再検討要請に対する回答で

述べたとおり、日本人船員の確保の観点も踏まえ、労使とも十分に協議を行い、． ?閧ｳれたもので

あり、労使協約にも位置づけられている。したがって、この配乗に関する取扱について検討する際

に｝ま、日本人船員の確保・育成のあり方等様々な観点にも関連するため、全日本海員組合等の意見

も幅広く聞きながら十分な論議を重ねることが不可欠である。

　今回の再意見も含め、いわゆる第二船籍制度導入についての提案主体の主張は、抽象的・情緒的

であり、その趣旨・メリットは依然として不明確なままである。日本船主協会と国土交通省が共同

して別途設置した「外航海運政策推進検討会議」においては、抽象的・情緒的な議論では検討を進

捗させることはできないとの認識の下、より具体的・実証的な議論を目指しており、会議の一方の．

当事者である船主協会も同会議におけるそのような検討状況について十分認識されているはずであ

る。

　第二船籍制度の趣旨・メリットについて、これまで提案主体からは「便宜置籍船には潜在的リス

クが存在する」等の主張がなされているが、そもそも潜在的リスクの具体的な内容について未だに

説得力ある説明がなされていない。また、今回の再意見において示されている「安心、安定的に船

舶を運航できる」との主張についても、この「安心、安定的」とする具体的内容が何かも不明であ

る。さらに、配乗要件の緩和のみで、フラッグバックし、「利益を上げられ」「当然市民税・法人市

民税として市に還元される」ことがいかなるメカニズムで実現されるのか、合理的な説明が見出せ

ない。このように、提案主体の要望には、不明確な点が多々あると言わざるを得ない。．

　また、「『取り敢えず』、第二船籍制度の試行に取り組みたい」とあるが、構造改革：特区は杜撰な論

拠で特例を容認しようとするものではなく、その意義や効果について最低限の検討を行うことは当

然必要であり、『取り敢えず』行うといった安易な考え方は適当とは思われない。特に、船舶は船籍

地外のいずれの場所においても航行できる性格を有するものであり、仮に今治市に限定して特例措．

置を講じることによって何らかのデメリットが生じた場合には、その影響は今治港外にも及ぶこと

が十分考えられる。したがって、今治港内のみで航行する船舶を対象とするといったような制限を

置くのでもない限り、特区制度になじむものではないことは、これまでの回答でも指摘していると

ころであるが、この点について提案主体から具体的な考え方は何ら示されていない。

　さらに、これまでの回答においても再主述べているが、冒頭に触れたとおり、いわゆる第二船籍

制度については、現在、日本船主協会と国土交通省とが共同で外航海運政策推進検討会議を設置し

て具体的・実証的な検討に努めているところであり、国土交通省としては第二船籍についての議論

を避けるつもりはなく、同会議において真摯に議論に取り組んでいるところである。提案主体であ

る日本船主協会は、同会議の一方の当事者でもある。しかし、今回の再意見．は、同会議における検

討内容と矛盾したものであり、このような再意見を提出した日本船主協会の意思決定について、理

解できない。
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　EU諸条約・規則の解釈・適用に関し、最終司法

判断を行う欧州司法裁判所（ECJ）は、2004年末、

極東／欧州航路の諸chargeに関する協定である旧

FETTCSA（Far　East　Trade　Ta点ff　Charges　and　Sur－

charges　Agreement）に対して欧州委員会が下した

総額700万ユーロ（当時のレートで約7億5，500万円）

の罰金支払命令の無効を確認する判決を行った。

これにより、1991年以降、10年以上にわたって欧

州委と船床側の間で争われてきた本問題は終結し

たこととなる。

　同盟に対する欧州委の罰金命令に関しては、2003

年9月に欧州第一審裁判所（CFI）でTACA＊1に

対する総額2億7，300万ECU（当時のレートで約420

億円）の罰金支払命令を無効とする判決が出され、

これが確定（欧州委はECJへの控訴を断念）して

おり、2件続けて欧州委の判断が認められなかっ

たこととなる。

〈経　緯〉

　欧州同盟船難10社（邦船社では川崎汽船、商船

三井、日本郵船を含む）．と盟外5社は、運賃／内

陸運賃以外のBAF＊2、CAF＊3、THC＊4などの

諸チャージ計算：のための共通算出方法を協議する

ため、1991年3月、F㎜SAを結成し、欧州委に

届出を行った。これに対し、ESC（欧州讃評）は同

年7月異議申し立てを行い、1994年4月、欧州委

はそれまでの調査を踏まえてFErPCSAを競争法違

反として、罰金を課す意向を明らかにした。同年、

F田TCSAは活動を休止し、実質的に解散した。こ

の後、2000年5月、欧州委は、公式にF㎜CSA

を競争法違反と断定し、加盟船社に総額700万ユー

ロの罰金支払を命じた。

　これに対し、Maersk社を除くFEITCSA加盟船

社は、FEITCSAは欧州理事会規則4056／86により

EU競争法からの適用除外が認められる技術協定で

あり、欧州委の命令は不当として2000年8月にCFI

に提訴した。

　2003年3月、CFIは欧州委が問題を指摘（1994年）

してから罰金課徴（2000年〉するまでの期間が長

すぎる等の理由により、欧州委の罰金命令を取消

す判決を行った。

　この判決を不服とした欧州委は上級審であるECJ

に控訴したが、2004年ユ2月、ECJは欧州委の主張は

明らかに認められない、若しくは根拠に欠けるも

のであるため控訴を棄却し、船外負担分を含む裁

判費用の全額を欧州委に負担させるとの判決を行

い、問題は最終決着した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）

　＊1　TACA：Trans－AdanUc　Con艶rence　Agreement（大西

　洋同盟協定）

　　1994年に結成された大西洋航路の定期船同盟。本件

　が問題とされた当時は、日本郵船など17社が加盟。船

　社側が協定を事前に欧州委に届け出たところ、欧州委

　　は協定内容に問題があるとして、TACAに対してEU

　競争法の包括適用除外を認めず、罰金課徴命令を行っ

　た。これを不服としたTACA岬山は、欧州第一審裁判

　所に欧州委を提訴した一方で、1999年に内容を改めた

　新協定（TACA　I）を欧州委に提出。2002年11月、欧州

　委より承認された。現在の加盟社数は日本郵船を含む

　　7社。（関連記事は本誌2003年10月号P．23参照）

　＊2　BAF；Bunker　Adjus㎞ent　Factors（燃料費調整料率）

　　出社問協定で、船舶用燃料油の価格変動を補填する

　ために設定する割増料率。

　＊3　CAF：Currency　Adjustment　Factors（通貨調整課徴

　金）

　　通貨変動による海上運賃の為替差損を調整する料率。

　各層社間協定は独自の算出方式により、定期的に実勢

　レートを反映した見直しを行っている。

　＊4　THC；Tenninal　Handling　Charges

　　積み地あるいは揚げ地のコンテナターミナルで発生

　するコンテナの取り扱い費用の一部を補填する目的で

　設定された料金。
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東京海洋大学海洋工学部・神戸大学海事科学部の
　　　　学生を対象に海事シンポジウムを開催

　当協会は東京海洋大学海洋工学部および神戸大学海事科学部と協力し、1月13日困に東京海洋大

学、同28日㈹に神戸大学で、同学部の学生に日本海運およびそれを支える船囲の現状を紹介し、船

社への就職の動機付けを目的としたシンポジウムを例年通り開催した。

　東京海洋大学におけるシンポジウムでは、大学の教官と船社の採用担当者および独立行政法人航

海訓練所が参加し、大学・学生・講社について意見を述べ合う「意見交換会」と、船社側から海運

業界の現状と将来および海事技術者の海運業界での活躍について学生に対し講演する「講演会」に

より構成され、「意見交換会」には11社の船社が参加し、学生が実際の会社や親船を体験するインタ

ーンシップや、大学統合後の新課程、各船脚の採用情報等について活発な意見交換が行なわれた。

「講演会」には約60名の学生の参加があり、特に陸上で期待される海事技術者像や船上での実際の

勤務ぶりについての講演を傾聴していた姿が印象的であった。

　神戸大学におけるシンポジウムは、従来の「意見交換会」と「講演会」による2部構成を止め、

また業界の対象を広げ、海運業界・流通業界・造船業界による「海事産業シンポジウム」として「講

演会」を開催した。海運業界については当協会が担当し、「外航海運の現状と将来」をテーマに約80

名の学生の参加者に対し講演した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（海務部）

講演者講師名　（敬称略、順不同）

　東京海洋大学

　　日本郵船㈱　人事グループ　船員人事チーム長　　中村　喜成

　　川崎汽船㈱　人事グループ　船員人事チーム　　　植山　　努

　　㈹日本船主協会　海務部労政担当部長　　　　　　高橋幸一郎

神戸大学
　㈱日本船主協会　海蘭部労政担当部長 高橋幸一郎

▲質問する学生

　　　　　　藤、

畿護鍵
▲海事シンポジウムの模様

鍵
．灘難講
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　　　　　賛成？反対？

パブ営業／酒類販売時間規制撤廃

　2005年になってようやく2番目の月が終わろう

する頃になると、クリ・スマスパーティーや新年の

レセプションで街が華やいだ頃もかなり前のこと

のように思われます。しかしながら、年末年始に

かかわらず、相変わらず（特に金曜日の午後）英

国の居酒屋一PUB（パブ）は特別な出来事があっ

てもなくてもたくさんの人達で賑わってヤ・ます。

　さて、英国社会に潤滑油を提供し続けている重

要なパブについて、昨年からある大きな議論が起

こっています。

　　　英国のパブ

　　　　パブに関する議論について取り上げる前に、ま

　　　ず英国のパブについてご紹介したいと思います。

　　　英国のパブはPublic　Houseの略で、そもそもは現

　　　在．のような居酒屋だけでなく、宿屋、雑貨屋、更

　　　には地域の集会所や情報センターの役割をも果た

　　　していたことから、公共の施設を意味する名前が

　　　付けられたようです。日本でも酒類を提供する飲

　　　食店のなかで、パブと一般的に称されるものがあ

　　　ると思いますが、日本でのパブのイメージからは

　　　なかなかpublic　houseという語源は浮かびません。
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に貢献しているもの」とされています。

　英国には現在7万軒のパブがあるといわれてい

ます。しかしながら、“Public　House”の機能（地

域住民のための掲示板や多機能集会室等）を備え

たものは地方には未だ見られるものの、ロンドン

のようないわゆる都市部では殆どがビール等の酒

類、食べ物を提供する“大衆居酒屋”となってい

るようです。まあ大衆居酒屋であっても、英国独

特の生ビールであるbitter（ビター。赤茶色でホッ

プのきいたビール）や黒ビール等様々な飲み物を

潤滑油としたコミュニケーションの場を提供して

いるパブは未だ立派にPublic　Houseとしての機能

を果たしていると言えるでしょう。パブには老若

男女、職を問わず様々な入達が集まり、いろいろ

な出会いが生まれています。何かの統計によれば、

英国において見知らぬ若い男女が最も知り合う場

所の一つとしてパブが挙げられていました。

　ほぼ24時間酒類を提供が可能な日本とは異なっ

て、英国では例え販売免許を取得している店舗で

も酒類を提供できる時間が規則で厳しく制限され

ており、パブの場合は23時とされています。パブ

ではだいたい22時半あたりでラストオーダーを知

らせる合図が出され、23時少し前になると屈強な

ガードマンが「もう閉店だよ」と客にプレッシャ

ーをかげながら店内をまわり、23時になると少し

ずつ店の明かりを暗くする等して客払いを行いま



す。パブが閉店してしまうと他にお酒が飲めると

ころも帰るところもなくスゴスゴと皆さん退散し

ていたのですが、この程酒類の販売を24時間容認

する法改正が行われたのです。

パブの24時間営業が可能に

　そもそもパブの営業時問（酒類販売時間）が23時

と制限されたのは、第一次世界大戦中に当時の政

府が、労働者の生産性の観点から同時刻を定めた

のが最初で、その後治安維持等の理由から現在に

至るまで同制限が維持されてきました。しかしこ

こ数年、この時間制限が現代生活環境にそぐわな

い、また、閉店間際の大量：飲酒による泥酔や泥酔

者による犯罪行為に繋がっているとの見方が示さ

れていました。その改善策として、昨年から政府

はパブ等での酒類販売24時間容認に向け法改正を

検討、国会の承認を経て2月7日には改正法（ラ

イセンス・アクト2003）を実施したのです。これ

によって、英国では申請さえ行えば24時間酒類の

販売が可能となったわけですが、今回の法改正に

ついては様々な反応が見られています。

　政府としては法改正によりこれまでのような閉

店間際の泥酔行為を抑制するとともに、各パブの

閉店時間の多様化を誘うことで特定の時間に泥酔

△とにかくパブでは陽気にCheers（乾杯）1

　（写真と本文は関係ありません）

6割以上の国民は政府の意図するような泥酔／犯

罪抑止効果に疑問を持っていることが明らかにな

っています。また、これまでパブの閉店時間に合

わせ、街頭警備を強化してきた警察当局も「パブ

の閉店時間が多様化すれば、それぞれの地域で異

なる警備体制を敷かねばならず、要員を増加せざ

るを得ない。」との懸念を示している他、一部の大

衆紙は「これ以上英国の酔っ払いを増やすな1」

と反対キャンペーンを張っています。

　今回の法改正では販売時間拡大に伴う犯罪増加

に備え、「申請により営業時間の延長が認められた

としても、地域の住民や警察が反対すれば、地域

行政当局が営業時間を制限することができる」、「飲

酒による迷惑行為を野放しにする、泥酔者に酒類

を販売する等したパブへの指導・罰金」等の抑止

策が盛り込まれていますが、現段階ではパブ等販

売店側の管理責任を強化するものばかりで、その

ためか英国のパブなどが加入する組合の調査によ

ると、24時間営業を考えている店は1軒もないと

のことです。

　今回の法改正にあたり、ブレア首相は「国民が

仕事の後の一杯やnight　cap（寝酒）を楽しむ権利

が保護される」ともコメントしていますが、巷で

は「（販売店からの）申請代金や酒税で金儲けをし

たいだけだろう」との厳しい指摘もあります。

　お酒を楽しむ時間が増えるのは大歓迎だけれど、

帰り道は酔いもふっとぶような危険が待っている

可能性も一。難しい問題ですが今回の法改正、あ

なたはどう考えますか？

数以上が販売時惣自㈱迎してし’るもの

（欧州地区事務局　駐在員　中村憲吾）

難＝細岡認．
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平成16年度海運関係叙勲・褒章受章者祝賀パーティーの開催

　当協会は、平成16年度に海運関係て叙勲・褒章を受章された方々を招いた祝賀パーティーを平成

17年1月20日、海運クラブにおいて開催した。

　本年度の叙勲者・褒章受章者は以下の方々てある。

　　叙勲受章者

　　（秋　季）

　　　旭日小授章　　　　毛利　　盟　（元・川崎近海汽船株式会社　会長）

　　褒章受章者

　　（春　季）

　　　藍　　　綬　　　　白熊　邦章　（元　日本郵船株式会社　副社長）

　当日は当協会草刈会長の祝辞の後、毛利・白熊両氏によるスピーチか行なわれ、当協会崎長副会

長の音頭で乾杯・歓談に入った。海運関係者約100名か出席し、両氏の受章を祝った。

　
動
一鰹餓

濫
謝

　　乳麟

　　螺

・羅響第
　　　・審

熱擁

▲祝辞を述へる当協会草刈会長

「日本海運の現状（2005年1月）」の発行

　当協会では、各種海運関係資料を作成しておりますか、

今般最新版の「日本海運の現状」を刊行いたしました。

　「日本海運の現状」は、グラフや属人を用いながら、項目

ごとに簡潔な解説を伺し、日本海運の今の姿を説明したも

ので、世界海運とわか国の輸送活動、海運経営、外航船員

の現状、内航海運の4つの柱て構成されております。

　入手ご希望の方には鉦料てお配りいたしますのて、下記

までお問い合わせ下さい。

〈問い合わせ先〉

㈹日本船主協会　企画部

　〒102－8603東京都千代田区平河町2－6－4海運ヒル

　　　　　　　TEL　　O3一一3264－7174

　　　　　　　FAX　　O3－3262－4757

　　　　　　　EMAIL　pln　dlv＠lsanet　or」p
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　　当協会は新年賀詞交換会を海運クラブ大ホー

　　ルにて開催した。
　、

　　IMO第36回訓練当直基準小委員会（訂W）が

　　ロンドンにて開催された。

　　（P．2海運ニュース参照）

　　当協会は、海運クラブにおいて平成16年度海

　　運関係叙勲・褒章受賞者祝賀パーティを開催

　　．した。（P，18囲み記事参照）

　　国土交通省は、4月から施行される内航海運

　　業法・船員法・船舶職業安定法の3改正法に

　　ついての説明会を都内で開催した。

慰獣錨欝欝磁繍鰻雫禁
　　管理条約）締結に向けた初の動きとして、ス

　　ペインとブラジルが署名したと発表した。

鑛騰舘凱二♂；響町灘璽騨

　　海貨業務およびトラック業者の3者間で輸入

　　コンテナ搬出可否情報をEDIで共有化できる

　　JCL－NErを3月ユ4日より主要港で一部稼動す

　　ると発表した。
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　（1月20日　日本船主協会役員会議室にて開催）

　　　　　　　総務委員会

1．平成16年度マラッカ・シンガポール海峡航行

援助施設維持管理費用の拠出について

2．日中海運輸送協議会への業務協力について

3．平成17年新入社員向け海運講習会の開催につ

　いて

　　当協会では、広報活動の一環として昭和32年

　より会員会社の陸上新入社員を対象に、社会人

　としての門出を祝するとともに、海運入として

　の必要な心構えを育成する目的で海運講習会を

実施している。

　　当協会は、船協組織改革を推進中であるため、

広報幹事会において継続開催の可否について検

討した結果、継続すべしとの意見が圧倒的多数

であった。また、関係各社へのアンケート調査．

　を実施した結果も、参加費を多少値上げしても

引き続き実施して欲しいとの強い要請があった。

　　このため・広報幹事会では・従来のプログラ

　ムは基本的に変更することなく、講習会費用を

大幅に切り詰めるとともに、参加費用を1，000円

から3，000円に引き上げることで今年の講習会を

開催する方針を策定した。

　　これらの経緯を踏まえ、本年についても総合

職と一般職の合同（昨年実績20社108名参加）で、

来る3月30日凶、海運ビル2階大ホールにて開

催することとし、当協会会員は参加一人につき

3，000円を、会員以外については5，000円を参加会

社毎に徴収する。

　　なお、講習会の内容は基本的に従前と同様で

あ’り、次のとおり予定している。

㊧日　程

　日　時：2005年3月30日〔湘　09：00－15：40

　場　所：海運ビル2階大ホール

◎主なプログラム

・新入社員への激励の言葉（当協会副会長（広報

　担当〉：鈴木邦雄）

・講演（毎日新聞　論説委員　玉置和宏）

・映画上映「日本の海運」

・社会入としての心構え（JALアカデミー）

・船長講話（川崎汽船　船長　門野英二）

4．船協組織改革タスクフォース／船協組織に関

　する検討会（船協組織改革の進捗状況について）

　　　　　　　政策委員会

ユ．平成17年度海運関係税制および予算について

2．外航海運政策推進検討会議について

3．諸外国における外航船社間協定に対する独禁

　法適用除外制度の見直しについて

4．スマトラ沖地震およびインド洋津波被害国へ

　の救援物資の輸送協力について

　　　　　　　労政委員会

1．ASF船員委員会中間会合について

2．2006年IBF協約の交渉について

3．「船員保険制度のあり方に関する検討会」の進

　捗状況について

　　　　　　構造改革委員会

1．港湾関連業務構造改革小委員会

2．内航活性化委員会

3．船籍問題小委員会
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　　　　　　　工務委員会

1．バルクキャリアの安全問題について

2．ゴールベース・スタンダードについて

　　　　　　安全環境委員会

1．航海データ記録装置の現存船適用について

2．東京都「船同等による大気汚染対策検討委員

　会」第3回会議の模様について

㊨　内航海運業法施行規則の一部を改正する省令

　　（国土交通省令第1号、平成17年1月20日公

　　布、平成17年4月1日施行）

㊨内航海運業報告規則（国土交通省令第2号、

　　平成17年1月20日公布、平成17年4月1日施

　　行）

⑫　船舶登記令（政令第11号、平成17年1月26日

　　公布、平成17年3月7日施行）

　　　轡国際会議の鍛定1綿弓欝撫

会議名：IMO第ユ3回旗国小委員会（FSI）

日　程：3月7日～11日

場　所1ロンドン

会議名：ASF船舶保険・法務委員会第ユ0回中間会合

日　程：3月！1日

場　所：香港

会議名：国際油濁補償基金（10PCF）作業部会等

日　程：3月14日～23日

場　所1ロンドン

～会員の皆様へ～

　　　JSAメンバーサイトをリニューアル
　　　　　一当協会ホームページの内容更新について一

　今般、当協会のホームページ内メンバー会社専

用サイト「JSA　Member　Site」のリニューアルを

行いました。より簡単にお知りになりたい情報

ヘアクセスいただけるよう、見出し項目を「組

織・活動」「船協からのお知らせ」「資料・統計

等」の3つに簡素化し、トピックス（簡単な連

絡事項を掲載）の見出し項目をトップページ上

にツリー掲示致しました。また、「資料・統計等」

欄には新たに「船協海運年報」および「日本商

船船腹統計」を掲載し、「組織・活動」欄につい

ても6月の組織改編時を目途に内容を見直す予

定です。

　当協会では、引き続きホームページの充実に

努めていくこととしています。ご意見・ご要望

等がございましたら、当協会総務部までご連絡

ください。なおメンバー会社専用サイトへのア

羅蟷譲総轟ζ1
メン’卜蓑建「理用7イト

JSA　Member　site

組織・活動 船協からのお知らせ 資料・統計等
（文霜検索1

・殿柵図 ・「せんき叢う」月報

・名窮 ・船憬海選年轍

・理事会鰻皆亭項 ・日本商船船腹纏計

畠

榊トピックス紳＊

zoo5年02月07臥月｝

驚凱＝7．峯・一一ラ∫ら麺調題に．昨り組樹牌蹴動．研躍

2QO5年05月27副木1

．｝．、門門「．Mトの管毛につ1，、．τ

20り5年01月25日1水1

栄咽i聴∈静瞬 舗‘「粥…10．，聯甥1覇レホ．一ト：．について

Z005年01月階臥月｝

中ノ諏航矧恥斑・廓」．ついて

2．oo5年OI月隅臥月〕

平門1’穿1．1繍鴇馬引申三ら．のこ輩内

▼

“nハ．Lκn‘ロ“‘r叩「△、
∴四・　　，．r

　器　 輪　 鯛　　　　　　　く事務局違絡先｝ご意見コーナー　　　会員名簿

　　　　唱po臼アイ昂，

　　　　職

一一翌ﾖ

クセスには個別の「ユーザー名」「パスワード」が必要です。お問合せ・ご連絡はメール．アドレス：

pub－of且ce＠lsanet，orjpまでお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　’（総務部）
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＿＿一一一…
轟怏^無言

1，わが国貿易額の推移　　　　　　　　　　（単位：10億円）　　2．

輸　出 輸　入
前年比・前年同期比（％）

年　月 （FOB） （CIF）
入（▲）出超

輸　出 輸　入

199G 41，457 33，855 7，60で 9．6 16．8

1995 41，530 3L548 9，982 2．6 12．3

2000 51，654 40，938 10，715 8．6 達6．1

2001 48，979 42，415 6，563 ▲5．2 3．6

2002 52，109 42，228 9，881 6．4 ▲0．4
2003 54，548 44，362 10，186 4．7 5．｝

2004 6i，182 49，177 12，005 12．2 10．9

2004年1月 4，274 3，774
500

11．3 0．8

2 4，768 3，367 1，402 10．3 ▲0．9
3 5，442 4，319

1
1
2
3
　
， 13．2 12．3

4 5，107 4，030 1，076 10．8 6．6

5
4，724 3，793

931
9．8 5．0

6
5，289 4，146 1，143 19．4 15．5

7 5，308 4，174 1，134 14．3 8．3

8
4，783 4，210

573 10．5 18．5

9． 5，463 4，231 1，232 12．4 12．5

10
5，472 4，318 1，155 11．7 12．7

1
1 5，156 4，557

598
13．4 28．］

12．．． T、．．395．．．

F．

4．2与8． k．137．． 8．8．． 11．ﾂ

（注）財務省貿易統計による。

3，不定期船自由市場の成約状況

十一一一・縢一一騰

対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年　月 脚平均 最高値 最安値

1990 144．81 124．30 160．10
1995 94．06 80．30 104．25
1999 113．91 111．28 116．40
200D 107．77 102．50 114．90
2001 121．53 113．85 131．69
2002 125．28 115．92 134．69
2003 115．9D 107．D3 120．81

2004 108．17 102．20 114．40

2004年2月 106．46 105．34 109．00
3 1D8．62 104．30 112．12
4

1D7．25 104．03 110．20
5 112．35 ／08．82 114．40
6

109．47 107．35 111．D7
7 109．36 107．90 112．Q8
8

110．36 109．15 ／1L70
9

109．96 109．22 111．2D
10 108．92 106．13 111．10
］
1 104．93 102．40 106．98
12 1D3．84 102．20 105．28

2005年1月
．103．21．．．． P02＝，．．1．5．． ．．104．57．．

（単位：千M／T）

区分 航 海 用 船

用船

△
シングル

（品　目 別 内　訳）

年次

ロ　計 連続航海
航　海

石　炭 穀　物 砂　糖 鉱　石 スクラップ 肥　料 その他
Trip Period

1999 141β21
11304 150，481 56，1B4 30，686 3，274 57，309

235 1，709

1
0
8
2
　
， 149，734 39，581

20DO 146，643 2，182 144，461 46，549 26，董47 4，576 67，431
198 182

1，551 170，032 45，021

20D1 154，005 3，063 150，942 52，324 16，789 7，288 72，177
472 978 914

150，154 38，455

2002 132，269
978 1311291

43，406 15，182 5，853 65，105
442 LO54 249

184，890 50，474

2003 99，655
11320 98，335 3D，722 6，097 3，657 57，001

248 438 172
208，690

811721

20D4 83，398 2，414 80，984
311875 5，621

700 411394 596 690 108
250，386 59，906

20D4　5 7，B12
150 7，662 4，209

296 42
3，080

0 35 0
16，788 1，48フ

6 7，934
6DO 7，334 2，214

971 282
3，764

99 6 0
22，3D7 4，312

7 6，826
0 6，826 2，760 1，064

o
2，840

69 93 0
25，945 8，837

8 6，038
505 5，533 1，441

262 112
3，607

80 3
｝

0
19，612 珠，645

9
7，994 聖60 7，834 2，065

373 49
5，118

65 ］64
D

25，942 6，411

10
4，721

0 4，721 1，935
546 24

2，09D
68 58 0

22，743 6，659

1
1 4，809

0
4，809

11510 267 3
1 2，997

〔
｝ 4 0

19，318 7，998

12
4，830

0
4，830 2，007

261 45
2，465

50 2 0
17，106 4，576

．2DD5．1．、1．・ ．・7，51．O．． ．345．1 ．7∵165．1． R．，131 297 ．77 3β00
60 o

．　　：o 222旧 ．4，779．

（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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ド
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日臼

60
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4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシャ湾／欧米

月次
2003 2004 2005 2003 2004 2005

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

161．00102．50 152．50　87，00 85，00　59，50 i20．00　75．00 127．50　82．50 7フ，00　62．50
2

132，50　67．50 159．00102．50 11ア，50　65．00 132．50　87．50
3

160，00105．00 117．50　70，75 145．00　85．00 112，50　6G．00
4

137．50　52．50 τ10．00　77．50 97．00　45．00 87，50　67．50
5

109．50　42．00 125．00　71．25 99，00　50．00 ｝00，00　69，50
6

90．00　56．00 135．00了14．00 フO，00　52．50 112，50　87，50

7
63．75　45．OG 148．00120．00 54．00　42．50 123，00　95，00

8
68．00　41，00 12LOO　97．50 57．50　40．00 102，50　87，50

9
135．OD　70．00 157．50　83．50 115．00　50．00 145，00　75，00

10
78．00　42，50 290．00156．00 90．00　47．50 225，00117．50

1
1 152．50102．50 350．00265．00 126．50　75．00 255，00167．50
12 1600013375

31000　8500 13750　9500 22500　13000
（注）①日本郵船調査グループ資料による。

　　④グラフの値はいずれも最高値。

②単位はワールドスケールレート。　③いずれも20万D／W以上の船舶によるもの。

5，穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧） （単位：ドル／トン）

ガルフ／日本 ガルフ／西欧

月次
2004 2005 2004 2005

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

一 60．50　　59，75 一 ｝2
73．00

一3
72．50

一4
一 一5
一 一6

37．00
一

7
50，00　　46，50 一8

53．75
一9

一 一10
59．00

一1
1 62．50

一12 6100
一

（注）①日本郵船調査グループ資料による。②いずれも5万D／W以上8万D／W未満の
　　船舶によるもの。③グラフの値はいずれも最高値。

廼譲；欝川州照二罷ご醐四川羅驚鋤｝矯罫鋸＝ミ1鎧略ζ；欝；鰐緊lil燃1轡ll螺i翻i秘1；鷹謙鍔泌i≧奎灘i懸難曝難舞欝i誰戴li：麟灘灘｝雛箋懸；i総羅燕鑓羅曇欝饗繊鑓
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6．石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧） （単位：ドル／トン）

オーストラリア／西欧（石炭） ブラジル／中国（鉄鉱石） ブラジル／西欧（鉄鉱石）

月次
2004 2005 2004 2005 2004 20D5

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

39，70　　35，00 ㎝
46．50　　34，DO 40，00　　12，50 26，00　　22，00 ｝9．75　　　16．0

2 32．00 50．oσ　　35．oo 26．00　　20，ア5
3 31．65 40．00　　35．50 19，00　　］7，25
4

一
35．00　　32．50 18，00　　15，25

5 18．30 26．50　　25．00 14．75　　1130
6

一
28．00　　22．90 13．50　　8，25

7
一

32．00 18．90　　16．90
8

一
34．50　　10．20 19，00　　14．90

9
一

37．55　　30．00 18，25　　14．50
10

27．50 40．00　　33．25
一11

41．OD 45．80　　40．00 25．00
12

一
50，60　　41．80 27．10　　22，50

（注）①日本郵船調査グループ資料による。　②いずれもケープサイズ（14万D〆W以上〉の船舶によるもの。

　　③グラフの値はいずれも最高値。

7，タンカー運賃指数

タ ン 力 一　　運 賃 指 数

月次
2002 2003 2004

VLCO 中型 小型 H・D H・C VLCC 中型 小型 卜十D 一十G VLGG Suez Afra Handy Clean

1
2

39．9 86．9 126．1 165．3 148．1
98．6

P33．3‘
161．9
P80．9

165．6
P86．8

266．3
Q67．1

23L3
Q45．6

133
P32

250
n78

289
Q15

386
R55

287
R26

3 39．4 85．6 115．8 158．8 〕49．9 114．0 224．9 275．6 290．0 2フ3．4 〕32 153 182 238 323
4 36．0 91．3 116．6 164．2 148．5 128．6 240．2 294．O 290．0 328．2

96 141 140 204 210
5 36．4 105．4 143．9 1942 ▽8．8 79．8 150．4 217．7 200．0 294．3

95 137 164 2D1 235
6 49．9 89．9 159．1 204．0 ］77．1 85．4 156．2 200．9 235．D 231．1

119 149 193 233 256

7 40．1 96．8 1302 20D．8 158．0 50．6 110．5 132．9 250．0 221．0
127 156 187 243 240

8 44．6 83．3 131．5 166．8 171．3 52．8 103．2 167．7 197．5 221．1
107 155 169 219 217

9 35．6 83．9 109．6 158．3 178．0 58．4 92．1 138．2 208．9 233．1
103 154 163 229 226

10 41．0 83．3 118．1 153．3 154．9 57．9 120．4 153．3 202．0 180つ
195 285 355 320 263

11 73．3 107．9 137．5 154．4 173．5 70．4 158．4 164．0 258．3 a33 276 342 374 433 390
12 102．7 172．2 モ75．8 ］92．5 207．7 ］25．5 278．9 332．5 290．0 288．6

216 240 268 378 367

平均 48．2 97．8 132．5 173．2 1662 87．9 164．8 202．4 246．3 246．8 144．3 195．0 224．9 286．6 278．3

（注〉①2003年までは「Lloyd脚s　Ship　Manager」、2004年からは「Lloydls　Shipping　Economist」による。②タンカー運賃はワー

　　ルドスケールレート。③タンカー運賃指数の5区分については、以下のとおD（～2003）⑦VLCCI15万トン以上◎中型：7万～
　　15万トン⑪小型：3万～7万トン◎H・D＝ハンディ・ダーティ：3万5000トン来満㊨H・C＝ハンディ・クリーン；全船型。（2004

　　～）⑦VLCC：20万トン以上◎Suez：12～20万トン⑪Afra　l　7～12万トン◎Handy：2，5～7万トン㊥Olean：全船型

24鯵せんきょう飽δ2005



賜勲鶉縫謡織1譲二三渉幌二二磁繍撫一二職　黙凝匙妻元〆準魂　認嶽朧1難固織難。謡．無縦撫轟襲鰻葺繋酷　　妻ぎ鉱2鍛み認婁烹　黛肱も鞭轍　窪鰍鞭灘二一諺誰

12㎝

1100

10QO

㎜

600

㎜

500

5QO

4D口

300

2α】

100

0

用船料指数

ヒ
ノ
’

∫
8

～
1

脚
’

、
1
し
　
1 さ

脚

「
’
　
，

1
．

’

1　「

5万以上

’，　　　　、
’

，へ

日，5万以上

@｝

f

85万未岡
@圭一｝　　L

3．5万以上

T万未満 ノ

、リ
m
　
1

覧　’
’

‘

－r
督2万以上

’

．、‘ ＼詔冶指数

35未荷

1999〔年〕 2000 2σOl 即oa
2003 2go4

｝200　　1000

　　万D削

i｝㎝

10DO

瓢

巳oo

800

　　　600700

500

50D

　　　40G．

400

300

200

10D

0

200

o

係船船腹

10㎝

怐B醒

WDO

6σo

　泥闇、’．．、！

一、．吃

貨物船

@尋

！「．
f　．1

f　1
m

400

！
V

　．、@｝　　、’、タンカー へ．．r　一、

　　　∬
A岨．’　　レ 、　　’

A＿’．r
、
㌧

㎜
0
．

LT999〔年｝ 200o
2001．　　　　2曜 ．20σ3 20oら

8，貨物船定期用船料指数
2003 2004

月
次

12万以上
Q万未満

2万以上
R，5万未満

3，5万以上

T万未満
5万以上

W，5万未満
8．5万以上 総合指数

1．2万以上

Q万未満
2万以上

R．5万未満

3，5万以上

T万未満
5万以上

W，5万未満
8．5万以上 総合指数

1． 723 199 234 295 235 185 341 601 563 851 875 553
2 192 192 207 243 229 156 349 716 732 835 881 613
3

一 212． ．244
281 245 151

　
．636 706 861 7B5 451

4 349 282 25フ 325 259 203 448 615 571 730 604 558
5 267 283 285 382 290 290 585 515 483 555 446 533
6 267 309 347 343 297 304

一

419 34耳 439　．
432 401

7 221 314 2フ8 330 298 273
一

415 440 548 538 478
8

一

295 280 315 306 276 626 476 484 596 645 562
9 266 307 289 321 350 294 443 510 501 681 626 514
10

一

342 381 543 690 337 336 532 556 663 664 503
1
1 一

422 417 605 662 309 381 547 580 795 791 544
12

一

469 521 688 772 360
扁 606． ．668 876 790

．701．

出所：「〕oyd’s　Shlpping　Economlst」

　（注）①船型区分は重量トンによる。

　　　②用船料指数は1985年＝ioO。

9，係船船腹量の推移
2002 2003 2004

月次 貨物胎 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 夕 ン カー
隻数 干G／T千ロ／W 隻数 干G／T千D／W 隻数千G／T千D／W 隻数 千G／T干ロ／W 隻数干G／丁千DIW 隻数 千G／T 千D／W

1 242
1、ア541，966 40

7921，528
2411185911958 43

9051，838 2G51．3171β50
53 287 489

2 232
1、7141，899

40
666葦，259 2361186511911 44

74｝1，488 206112361，279
51 286 490

3 229
1，7281，887

40
688τ，305 237117701，791

45
485　940 1881，1561，234

56 300 509
4 238

1，8962，061
42 69211310

232116871，720
44

361　706 1811，101L232
55 163 256

5 230
1，7631，946

41
6351，199 2241，5251，555

46
5251，016

17511041L178 54 145 224
6 221

1．74211936
42 63711202

2151，4411，513
48

5271，019 168　9351，057
55 142 218

7 222
1．67811874

43
8321，657 2261，5561，719

48
5241，014 166　9021，006

52 131 204
8 223

1．66711861
47

L4753，004 2151，4771，633
50

7861，569 159　9001、008
50 130 199

9 229
1，7271，927

47
1，5503，155 2131．40711534

50
7841，567 146　802　8B1

47 90 146
10 228

1，6821，937
48

1，5623，173 2031，2731，383
53

7091，414 ｝55　882　934
43 103 148

1
1

225
1，6581，878

50
115563，162 2091β20L406

52
7061，407 138　813　877

38 113 162
12 220

1，6331，841
47

1．4803，000 2071β0811386
5
1

70511407 138．．．．．81董．877
39

「143 2茎8

（注）インフォーマ発行のロイズ・インアクティブベッセルズによる。
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　　澤　・　一一一一一一 ﾒ集雑感一一一一一一一・
　数年前に各企業で取り組み導入された「成果主
義制度」は、社員に浸透し定着したといわれてい
る。さらに企業の業績向上のためにも個人の能力
向上を緊急課題として、より自社に適した独自の
「成果主義制度」への模索、改革に移行していく

企業も増えている。また、これと同時に上司が部
下を育てる「コーチング」・「コーチングカ」が脚
光を浴びて、上司が行う部下育成のノウハウは重
要視されて久しい。上司にとって、部下の業績向
上のための有効な手段としての「コーチングスキ
ル」の習得が、日本でも欧米に続き求められるよ
うになったことは言うまでもない。
　先日、某社の「自己啓発としての『コーチング』」
セミナーに参加してみた。説明によると「コーチ
ング」（COACHING）とは、スポーツの世界での話
のように思うが、従来から欧米の小、中学生の指
導に取入れられ、個人の得意分野等をいかに伸ば
していくかという指導である。教師は生徒のでき
る科目、得意な科目を徹底して意識させ、モチベ
ーションを高めさせ、生徒が達成感を得るために
ひたすら頑張り、さらにステップアップさせてい
くというものである。不得手な科目は早くから？
捨てて、得意科目、得意分野を伸ばしていくこと
に一所懸命になる。その得意な分野が将来職種選
択にいかされ、オンリーワンを目指し自信のある
人生を歩んでいくという教育を実践しているd日
本の場合、全体平均主義で全ての科目の出来具合
を重視する傾向があり、不得手の科目の克服が最
優先されるが、モチベーションがダウンしていき、
思うように結果がついてこない。それが個人の能
力の発掘や向上、自信の確立が遅れてしまう結果
になっていると指摘していた。プラス思考主義を

子供のうちから芽生えさせ、大人になってもその．
時の培った自信がマインドコントロールされ大成
するよう指導していければベストと語っていた。
　講義の後、ロールプレイが行われた。まず、ま
ったく知らない者同士が向かい合い、1人が相手
をじっくり1分間観察し、その後、3分間かけて
相手がどんな人物か想像し、出身地、仕事、どん
な性格か、趣味、嗜好、家族構成など『見た目』
で想像したことを相手に話すというゲームである。
他入からじっと真正面で見られることに慣れてい
ないため、非常に抵抗があった。ただ、相手が想
像して話すことは、けっこう当っていたと思う。
相手を変えて3人ほど行ったが同じような結果だ
ったと思う。また、6人グループになり、1人の
人を5人が観察し、5人全員が1人についてその
印象から動物や植物や食物にたとえるゲームも面
白かった。

　人は無意識にある程度表情や仕草から人物調査
しているのである。自分の思う通りに見られてい
るのは事実であると感じた。また、出会いで大切
なのは、表情が56％、話し方が37％、言葉の内容
は7％だそうだ。好きか嫌いかまず「目が合う」
ことにより決まる。敵対心をもつか、好意を抱く
かは第一印象できまる（？）。人との円滑なコミュ
ニケーションは、自己開示することによって相手
を動かすことができるので自分からオープンにな
ることが人間関係をうまく回転させる第一歩であ
ると力説していた。
　今回3時間のセミナーだったが、リフレーショ
ンのような雰囲気の中で進み、気分転換もできた
面白いセミナーだった。
　川崎近海汽船株式会社総務部副部長　廣岡啓

…一一一一一 ﾒ集委員名簿一一　一…一一　一一一編集後記一一一

第一中央汽胎　総務グループ次長

飯野海運　ステークホルダーリレーションズ

　　　　　マネジメントグループ法務保険チームリーダー

川崎近海汽船　総務部副部長

川崎汽船旧・広報グループ情報広報チーム長

日本郵船調査グループ調整チーム長

商船三井　広報室室長代理

三光汽船社長室経営企画課長
三　シ羊　；毎　運　　総務音5総務課長

加藤和男

新和海運　総務グループ次長総務法規保険チームリーダー　森

日本船主協会　常務理事

　　　　　常務理事

　　　　　海務部長

　　　　　企画部長

　　　　　総務部長
　　　　　海務部・労政担当部長

鈴木康昭

廣岡　啓

高山　敦

山田喜之

大貫英則

遠藤秀己

荒井正樹

　　　均

梅本哲朗

植村保雄

半田　牧

園田裕一

井上　晃
高橋幸一郎

　今年もやってきましたこの季節。そうで
す、杉花粉のご来訪、しかも今年は平年の
13倍なのだとか。この小欄を書いているN
も毎年悩まされている一人です。この花粉

症、昨年までは他人事・今年は当事者とい
った、ある年突然かかってしまい防ぎよう

がないのが難点。必然的に対応は後手後手

に……o
　現在船出が取り組んでいるテーマの一つ
にトンネージタックスの導入要望がありま
す。海運先進国といわれる多くの国が導入
済、先頃米国・韓国も導入を決定、熾烈な
国際競争に晒されている日本の外航海運に
とっては更に厳しい状況が予測されるでし
ょう。官民での検討が続けられていますが、

こちらは後手後手とならないようにしたい
ものです。　　　　　　　　　　（MN）

せんきょう2月号No．535（VoL　45　No．11）
発　行鯵平成16年2月20日

創　出潮昭和35年8月10日

発行所轡社団法人　日本船主協会

〒102－8603東京都千代田区平河町2－6－4（海運ビル）

TEL，（03）3264－7181〔総務部（広報）〕

編集発行人当梅本哲朗
製　作麟株式会社タイヨーグラフィック
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　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要
産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っ
ています。

　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入

し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行

い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性

から、海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数

標準税制の導入によって、その半分程度に．軽減し、自国海運を強化しています。

　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と

同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。

　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資す

るものと、私たちは考えます。

トン数標準税制の導入国

導入済み
オランダ、ノルウェー、ドイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマーク、フランス、

Aイルランド、ベルギー、インド

導入決定済 米国、韓国

税 毒

㊤

っ　静タト国　Lミー

　　　税臼i㌧
3、〃

“　　・　　　藤野　ノ〃

　　船が支える日本の暮らし

社団法人日本船主協会
http＝〃www．lsanet．or．lpノ



平成17年2月20日発行　毎月1回20日発行　No535　昭和47年3月8日第3種郵便物認可騨器ぼ1欝No．535鱒　　　　　　亀　　　『畑一　一m痔亀屋亡　罫　ぎ　�n駅、　メ瀕隔議　　　　　島ぎ舟　　　　　｝　　　　　へ私げ　匹＿＿＿　一＿　翻碕�i解せんきょう［匿國養趨懸藤織難；：・『台風』日本船主協会常任理事三光汽船株式会社代表取締役社長【】松井毅1［鯉山窪一襲灘蟹、難　　　＾　・1．船舶保安職員（SSO）の訓練および資格要件の規定内容が決定　一IMO第36回訓練・当直基準小委員会（STW36）の模様について一2．ケミカル船運航に影響の可能性　20，000DW丁未満のタンカーにもイナートガス発生装置が必要か　一IMO第49回防火小委員会（FP49）の審議結果について一「『　専1，「第二船籍制度創設」今回も特区での実現ならず　一当協会提案と国土交通省の回答について一2．最近の海外競争法の動き　一欧州司法裁判所、欧州委による同盟への罰金支払命令（20DO年）を無効と判決一う一29［■躍醗盤欝16海運日誌（1月）19船協だより　　　20海運統計編集雑感2622。東京海洋大学海洋工学部・神戸大学海事科学部の学生を対象に海事シンポジウムを開催・平成16年度海運関係叙勲・褒章受章者祝賀パーティーの開催・「日本海運の現状（2005年1月）」の発行。〜?�の皆様へ〜JSAメンバーサイトをリニューアル58811・112「晶晶　吾，　　　　　一高『台風』里嘉編幽魂騒妻．松井毅“窟沖肇毒　昨年多くの台風が日本に接近し、うち例年の平均2，6個をはるかに超える10個が上陸し、多くの風水害をもたらした。これらの台風は家屋や農産物などに甚大な損害を与えただけでなく、10月に上陸した23号までの3つの台風が、練習船海王丸を含め多くの船舶を襲い、少なくとも20件の海難事故を発生させた。当社運航船も9個の台風に14隻が遭遇した。従前は台風など荒天の場合には状況を分析し、本船に対し情報提供と注意喚起を行い最終の判断を本船船長に委ねることが多かった。しかし、台風による海難の多発を見るにつけ、台風情報の提供だけに止まらず、積極的に避航・避泊の指示を行ったことにより沖出し・避航などによる遅延はあったが、幸い大事故の危険を回避することができたと思っている。　一方、このことは練習船海王丸の事故後、航海訓練所による「事故再発防止に向け’た対応」の一つに「陸上からの支援体制を強化する」と述べられているのを見るとき、想定を越える危険に遭遇する場合のリスク管理の貴重な教訓であると言えよう。特に、最近我々の運航する船舶の実態から日本近海における台風接近時について言えば、避航・避泊などの安全対策につき、具体的・積極的に「陸上からの指示」が必要である。確かに、船舶運航の責任者が船長であるという船員法などの定めがあるという事実は否定できず、昔はよく「それは本船船長の判断に委ねるべきだ」との言葉を耳にしたものである。しかし、その言葉の「判断」の幅は、最近相当に狭く考えざるを得ない状況である。　船舶の安全運航達成が、その船舶所有者に利益をもたらす必要不可欠な条件であるばかりでなく、地域の安全や地球環境の保全という社会的・全地球的要求に拡大されているからである。加えて、現在の船舶に配乗されている船長全てに「人格・識見共に優れ他の模範となる」ような過去の船長像＝グレート・キャプテン＝を期待することの非現実性は、業界共通の認識であろう。特に、日本人船長配乗の外航船が僅少となった昨今、在難船も含め日本近海を航行する外航船船長の殆どが、日本近海の気象・海象に精通しているとは思えない外国人船長である。これらの船長が台風に遭遇し、荷役時間や入出港時間に合わせるために無理をしたり、また停泊中にあっては、沖出し費用や時間のセーブを考えてそのまま居座ることも考えられる。従って、それらに対するより具体的かつ積極的な危険回避策の指示は当然であろう。　ことが台風避難に限らず、本船の危険回避にあたっては、「船長判断」の範囲をより限定的に考え、現実的な対応が求められているご時世となったことを痛感させられた2004年「台風の年」であった。欝欝騰灘簸灘轍蕊謡灘ii烹＿灘灘叢嘉繍藝灘懸漏灘纒藤滋黛羅鑑i繋慧羅獲魏講灘懸灘懇灘難難難繋難難翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんきょうF功2005霧ユ麗匠W5騨鑑WS輝薩W騒礪騨》瓢縛醗轡騒萎慧・罎轡験纒轡繋泥画灘蝶凡臣穿；、�n穿き〉｛ポぎン甲〉．3燃国際会見レポ≒：ト欝　国際海事機関（IMO）の第36回訓練・当直基準小委員会（鐡W36）が、去る2005年1月10日から14日まで英国ロンドンのIMO本部において開催された。　日本からは、国土交通省海事局船員政策課の吉田国際企画室長らが出席し、各国との意見交換および共通問題の解決に務めた。また、当協会からは海務部の日下部課長代理がオブザーバーとして出席した。　今回の当小委員会の議題は以下のとおり。　1．議題の採択　2．他のIMO機関の決定事項の報告　3．モデル訓練課程の有効1生　4．資格証明書に関する不法行為への対応　5，大型旅客船の安全性　6．高速救助艇の進水／格納操作及び悪天候時　　の救助方法に関する乗組員の訓練　7．救命艇の事故防止対策　8．海上安全を高める対策（船舶保安職員の訓　　練および資格証明要件）9．疲労防止および軽減並びに管理に関する教　育及び訓練10．WIG艇職員の知識、技術および訓練に関す　る要件11．バラスト水管理に関する訓練要件の作成12．部員の能力開発13．会社および港湾施設保安職員に関する訓練　並びに資格証明要件14．作業計画および訂W37の議題15．2006年までの議長および副議長の選出▲IMO第36回訓練・当直基準小委員会の模様2醗せんきょうFθう2005　　　、＿　　　窓騒△ロンドンのIMO本部16．その他の議題｝ダ『／’胤　　1．�pCW条約（※1）VI章に規定される資格の　　　更新及び再講習　　2．訂CW条約1章（1／11）に規定される　　　GMDSS資格の更新時の試験及び再講習　　3．締約国問の承認協定の未締結問題　　4．訂CW条約第8条（臨時業務許可書）に　　　関する問題　　5．船員の労働時間　ユ7．MSC（※2）への報告　（※1）STCW条約：1978年船員の訓練及び資格証明並び　　　に当直の基準に関する国際条約の改正版　　　　（lnternadonal　conven恒on　on　Standard　ofTrain正ng，　　　Cer面ca面n　and　Watch−keeping　for　sea葺arers）船員　　　の訓練要件、資格証明、当直基準などに関する国　　　際的な統一基準を定めた条約　（※2）MSC：海上安全委員会　　　　（Maritime　Safety　Comm玉鞭e）IMOの常設委員会　　　であり、船舶の運行の安全性を維持に関する調査、　　　審議、諸規則を策定する委員会　各議題における検討結果の要旨は以下のとおりである。小委員会へ求められた。�@機関室資源管理に関する訂CW条約CODE−B　　部（勧告規定）の改正の準備をすること。　�A危機管理および群集管理に関するモデルコ　　ースにおいて、安全区域の概念を含めるよう　　見直しMSC80に勧告すること。　この要請に対し、今回の二二委員会にて検討し、以下の内容を確認し合意した。．　（1）前回のSTW35までは、議題名「Large　pas−　　senger　ship　safety」であったが、「Passenger　　ship　safdy」に変更する。　（2＞シンガポールが提案したENGINE　ROOM　　RESOURCE　MANAGEMENTに関する内容を　　客船以外の船舶への適用も考慮した規定に修　　正し、STCW条約CODE・B　VIII／2，　p〜航3−2　　（勧告規定）に挿入する。　（3＞BRIDGE　RESOURCE　MANAGEMENT　　（BRM）との結合についても提案されたが、　　その議論は先送りする。　（4）IMOモデルコース1．28（客船およびRO−RO　　船での群集管理に必要な能力）と1．29（客船　　およびRO−RO船での、旅客の安全、貨物の安　　全および船体の保全、危機管理および人間行　　動訓練に必要な能力）について、FP48（※3）で　　の検討結果である“Safe　area”の概念を取り入　　れるべく修正する。　（※3）FP48：第48回防火小委員会　　　　（Fire　Protection　Sub・committee）訂W小委員会　　　と同様にMSC，に所属する小委員会。船舶における　　　防火構造要件、防火材料の基準・試験方法、消防　　　設備の技術基準・踏付け要件等について調査、審　　　議、規則を策定する小委員会資格証明書に関する不法行為への対応　違反を抑止する観点から、偽造免状保有者について名前やパスポート番号等の個人情報を公表することを検討したが、事務局法律部からの助言を踏まえ名前やパスポート番号等の個人情報を公表することは不適当であるとした。旅客船の安全性　過去のMSC78での議論の結果、以下の検討が当高速救助艇の進水／格納操作および悪天候時の救助方法に関する乗組員の訓練　英国は、SOLAS条約（※4）第皿章第26規則に規定される高速救助艇および救助手段について、進水装置および揚収装置に関して訓練を受けていない船員が扱うと重大な負傷が発生することに懸念を示し、高速救助艇の進水／揚収作業のための能力（晴天時および荒天時）を含めた能力基準表の改正を提案した。せんきょうEの2005翻3閥EWS輔εWS麗駐W5麗匿W畿　羅騨籔餐騒轡灘難i懸鱗錨　この提案に対し、今回の当小委員会にて検討し、以下の内容を確認し合意した。　（1）高速救助艇の進水／格納操作について、特　　に悪天候時において、訓練も含めて危険性が　　高いことを小委員会として認識する。　（2｝乗組員が自信を持って操作できる能力を確　　保するために、�pCW条約CODE−A　VI／2−2　　を改定する必要性があり、英国提案の能力基　　準表について議論し、修正する。　（3）高速救助艇の進水／格納操作の初期乗船訓　　練および関連する乗組員の通常の訓練内容を　　検討し、MSC　Circularを発給するようMSC　　へ報告する。　（4）IMOモデルコース1．24（高速救助艇の操作　　に必要な能力）を見直す。　（※4）SOLAS条約：海上人命安全条約　　　　（111terllaUonal　conven廿on　for　the　Safety　Of　Life　　　At　Sea）船舶の構造、設備、救命設備、貨物の積み　　　付けに関する安全措置等の技術基準、検査、証書　　　の発給に関する国際的な統一基準を定めた条約救命艇の事故防止対策　過去のDE47（※5）小委員会の議論結果として、自由降下式の救命艇の操作における訓練要件について陸上での訓練の必要性に合意を得たことを紹介するとともに、更に、訂CW条約の基本安全訓練の要件に新たに加えることについて当小委員会での検討が求められた。　この指示に対し、今回の当小委員会にて検討し、以下の内容を確認し合意した。　（1｝自由落下式の救命艇の訓練について、非常　　に危険を伴うのでMSC　Circular1137、1115の　　ガイドラインに従って、実際に着水する代わ　　りに立付訓練（Simulated　launch）を6ヶ月ご　　とに行う。　（2｝韓国が自由落下式救命艇を備える船舶への　　乗船前の訓練を提案し、次回の訂W37に更な　　る提案をする。　（31上記内容を他の小委員会へ報告することと　　し、今後は他の小委員会での検討も考慮に入　　れ議論する。（※5）DE47：第47回設計設備小委員会　　　（Shlp　Design　and　Equipment　Sub−committee）　　STW小委員会と同様にMSCに所属する小委員会　　であり、船舶における構造・機関・電気設備など　　に関する要件、および高速船の安全要件等につい　　て調査、審議、規則を策定する小委員会海上安全を高める対策（船舶保安職員の訓練および資格証明要件）　これまで当小委員会がコレスポンデンスグループを設立し、船舶保安職員（SSO）の訓練および資格証明要件を訂CW条約へ規定する内容の検討を行っていた。　この作業に対し、今回の当小委員会にて検討し、以下の内容を確認し合意した。　〔DSSOに対する訓練・資格証明の要件について、　　�@12か月以上の承認された海上航行業務　　�A適当な期間の海上航行業務と船舶の運航　　　にかかる知識　とし、�@または�Aのどちらかを満たす。　〔2）　「適当な期間」および「知識」の具体的内容　　は確定されず、各国に判断に委ねる。　（3）資格証明について各国がその責務を負うが、　　その承認下の訓練実施組織等が発効する証明　　書で可とできる。　　　（ただし、証書上に本改正条約に関する記述　　が必要となる為、別途新証書の発給は必要と　　される）　〔4）修正された内容で、訂CW条約規則VI／5　　およびSTCW条約CODE−A　VI／5として新た　　に規定し、発効時期は2009年7月1日とする。　（5｝発効時期の2009年7月1日までは、有効な　　国際船舶保安証書（ISSC）の提示をもって、　　SSOの要件も備えていると見なす。会社および港湾施設保安職員に関する訓練並びに資格証明要件　過去のMSC79で検討の結果、会社保安職員（CSO）の訓練及び資格証明要件の作成について当小委員会で取扱うことが合意され、米国が前回のSTW35に提案した能力要件テーブルを修正し再提案した。4轡せんきょうE肋2005　この提案に対し、今回の当小委員会にて検討し、以下の内容を確認し合意した。　（D　CSOの訓練要件およびその受講記録等につ　　いては、米国がとりまとめた原案（ISPS　CODE　　PartA＆BおよびIMOモデルコース3．20に基　　づく能力要件テーブル案）を修正したものを　　訂CW条約CODE−B　VI／5（勧告規定）とし　　て新たに規定することとし、その周知のため　　MSC　Circularを発給するようMSCへ報告する。疲労防止および軽減並びに管理に関する教育および訓練　過去のMSC75で検討の結果、船員、船舶所有者、運航者、造船者、水先人他、船舶運航に関係する全関係者、全てのタイプの船舶を対象として、「疲労」に的を絞った「教育や訓練の強制要件」についての検討を当小委員会で取扱うことが合意され、今回はデンマークが自国においての取り組みを紹介するとともに提案を行った。　この提案に対し、今回の当小委員会にて検討し、以下の内容を確認し合意した。　ω　デンマークの自国における積極的な取り組　　みが紹介され、勧告レベルでモデル訓練課程　　を作成する。　（2）英国は、そもそも船上において疲労が存在　　してはならないとし、この観点に基づきMSC　　80に安全配員に関する提案を行う。W［G艇職員の知識、技術および訓練に関する要件　ロシアおよびオーストラリアが、WIG艇（表面効果翼船：日本には数隻存在）の職員に求められる知識・技能および訓練について提案した。この提案に対し、今回の当小委員会にて検討し、以下の内容を確認し合意した。　ω　ほぼ提案文書とおり訂CW条約における勧　　告レベルで取り扱われることとし、MSC　Cir−　　cularとして発給するようMSCに報告する。　（2＞新たな規定内容は機体が水面にある状態に　　適用する。よって、タイトルに「in　both　displace−　　ment　and　ground・effect　modes」を追記する。バラスト水管理に関する訓練要件の作成　2004年2月13日に採択された「船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理に関する国際条約」に基づき、バラスト水管理に関する訓練要件の作成について当小委員会での検討が求められた。この要請に対し、今回の当小委員会にて検討し、以下の内容を確認し合意した。　〔D　インドの自国における積極的な取り組みが　　紹介され各国の理解を得られたものの、MEPC　　（※6）のガイドラインおよび具体的な処理装置　　が未だ無いことから、今後の検討課題として　　取り扱う。　（21インド、ウクライナ、中国が積極的にモデ　　ルコースを作成し、それをFAL（※7）に提案す　　る。　（※6）MEPC二海洋環境保護委員会　　　　（Marlne　Env三ronment　Protection　Committee）　　　IMOの常設委員会であり、地球環境保護の立場か　　　ら、船舶による海洋ならびに大気汚染防止に関す　　　る調査、審議、規則を策定する委員会　（※7）FAL：簡易化委員会　　　　（Facilitation　Committee＞IMOの常設委員会であ　　　り、外航海運にかかわる輸出入／港湾諸手続きの　　　簡素化仁関する調査、審議、規則を策定する委員　　　会部員の能力開発　ILO（※8）予備技術海事会議（2004年9月13−24日開催）およびMSC79（2004年12月1−10日開催）での議論の結果、ILO条約における「有能船員の資格証明条約」の内容がIMOへ移管されることになり、部員の訓練および資格要件について当小委員会での検討が求められた。　この要請に対し、今回の当日委員会にて検討し、以下の内容を確認し合意した。（1＞今後srCW条約にて取り扱っていく重要議　　題であると位置付けるも、具体的な内容の検　　討は、MSC80にて訂W36の報告に基づくコレ　　スポンデンスグループの設置が当小委員会に　　対し命じられ、そのコレスポンデンスグルー　　プにて議論する。（2｝ILO規則でのAB（有能船員：部員）を訂CW　　条約規定に残すとともに、その定義付けおよぜんきょうFの2005勧5麟EW5麗EWS睡匠W麟薦W5羅W蕊1翼羅輔！　羅糀び�pCW条約体系における部員の訓練・証明に関して検討する。（※8）工LO：国際労働機関　　　（Intema廿ona1珍bor　Organiza且on）各国の政府、　　使用者代表、労働者代表で構成され、社会福祉の　　向上と労働条件の改善を目的とした国連の専門機　　関の一つであり、日本は1951年に再加盟し、1954　　年から常任理事国となっている。今後の作業計画およびSTW37の議題　以下の今後の作業計画議案が提案された。　�@船員問題　　a．人員不足　　b．船員犯罪　　c．一時上陸　�A訓練関連　　a．部員の能力開発　　b，タンカーに必要な訓練　　c．LNGタンカーに必要な訓練　�B水先人の訓練・資格　�C新法規に準じた訓練　次回は2006年1月23日から27日に開催することとした。2006年までの議長および副議長の選出　2006年目小委員会の正副議長の選出を行い、現行両氏（議長：Rear　Admiral　Peter　Brady（ジャマイカ）、副議長：Mr，　AH．Kayssi（レバノン））が再任された。その他の議題　a．＝鏡℃W条約V［章に規定される資格の更新お　　よび再講習について＝　b．＝盟CW条約1章（1／11）に規定される　　GMDSS資格の更新時の試験および再講習につ　　いて＝　　　上記2議題はノルウェーの提案であり、現　　行にない「訂CW条約VI章に規定される資格　　の更新および再講習」と「工章（1／11＞に　　規定されるGMDSS（※9）資格の更新時の試験　　及び再講習」の義務化を求めたが、これらの　　提案は既に過去の当小委員会で「義務化の必　要性なし」と判断され合意したことであるこ　とから、意見は纏まらなかった。　　今後、MSC80に向け再度提案文書を出し含　い議論していくこととした。（※9）GMDSS：国際海上安全通信システム　　　（Global　MariU皿e　Distress　and　Safety　System）海　　上における遭難および安全の世界的制度で、SO・　　LAS条約に基づく人工衛星を利用した通信システ　　ム。船舶が航海中、いつでも陸上の救助機関や付　　近を航行する船舶と、船舶の安全に関する通信を　　確実に行えるようにしている。1999年2月1日を　　以って完全導入された。C．＝締約国間の承認協定の未締結問題＝　　「当該締約国間の承認協定が未締結であるに　も拘らず、船籍国が他国の海技免状に対する　承認証（裏書）を発給していたこと」（訂CWF　条約としては違反〉が、他国籍の船で日本政府の実施したPSC（※10）の検査にて発見された。　　これを受け、日本が東京MOU（※11）を代表　し、IMOにて各締約国間の承認協定締結状況　の情報開示を促すよう提案し、合意された。　　具体的には、IMOが各締約国の情報を取り纏めた上IMOのWE玲SITE上で公開すること　とした。（※ユ0＞PSC：ポートステートコントロール　　　（Port　State　Contro1）「入1巷船舶に対する寄港国に　　よる監督」のことであり、IMOの国際条約の基準　　に適合していない船舶を排除するために、船舶の　　寄港する国の監督官が入港船舶に対して船舶の設　　備、乗組員の資格などについて条約に適合してい　　るかを検査する。（※11）MOU：（Memorandum　Of　Understanding　on　　・Port　State　Contro1＞PSCに関する各国間のばらつき　　を是正し、加盟国間で統一基準を定めることを目　　的とした地域的な国際協力体制のことであり、1982　　年にパリMOUの設立後、東京MOUなどが設立さ　　れている。d．肩srCW条約第8条（臨時業務許可書）に関する問題＝　　訂CW条約では、特別に安全が確保される場合において、条約に則った資格証明を所持　しない船員に対し臨時業務許可を与えられる　と規定しており、締約国は、総トン数1600ト　ン以上と未満の2カテゴリーに分類して当該臨時業務許可書を発給した数をIMOに報告せ6働せんきょうF�S2005　ねばならない。　　韓国が、機関士の免状に関して報告するのであれば、基準は1600トンではなく推進出力3，000ワットにすべきであると提案し、合意さ　れた。e．＝船員の労働時間＝　ISF（※12）が、作成した船員の労働時間を管理する為のソフト「WATCH−KEEPER　ver．2」を紹介した。　　また、BIMCO（※13＞とISFが合同で行っているMANPOWER　SURVEYについて説明し、各国へ協力を求めた。　なお、上記の当委員会での合意事項は、今後、2005年5月の第80回海上安全委員会（MSC80）に報告され検討されることとなっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（海沿部）　（※12）ISF：国際海運連盟　　　　（Interna口onal　Shipping　Federation）船員の労働　　　条件、資格、訓練、福利厚生など海上労働問題全　　　般にわたる国際的な検討、処理を目的とする団体。　　　各国船主協会を会員として1909年に設立された組　　　織で、本部をロンドンに置く。日本船主協会は1957　　　年5月に加盟。　（※13）BIMCO：ボルテック国際海運協議会　　　　（Bal廿。　and　Intema廿onal　Mari廿me　COuncil）1905　　　年に発足の“丁五eBaldc　and　White　Sea　Conference”　　　が前身。メンバーは、船舶代理店を含むブローカ　　　一の他、PI保険等を含む「クラブメンバー」や船　　　級協会や海事法律事務所、損保や銀行等海運に関　　　心のある「準メンバー」により構成されている。　　　BIMCOの事業としては、傭船契約等書式の標準化　　　が有名。IMOに対して意見を開陳する。’〈1炉糖∵寿ダ．き1；〉．．齢　：：「r�_ジ　k！　∵　へ・　、ケミカル船運航に影響の可能性．20，000DWT未満のタンカーにもイナートガス発生装置が必要か一IMO第49回防火小委員会（FP49）の審議結果について一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紘．、熱雷繍熱漁．磁獣心転浦総謡熱，礁磁駄　2005年1月24日から28日までIMO第49回防火小委員会（FP49＞が、ロンドンIMO本部において開催された。主な審議結果は以下のとおり。1．ケミカル／プロダクトタンカー爆発事故　昨年12月に瀬戸内海伊予灘で発生し、死者3名を出した「SUNNY　JEWEL号」（PANAMA籍ケミカルタンカー、6，880DWT）の爆発事故はまだ記憶に新しいところであるが、近年、国際的にもケミカル／プロダクトタンカーの爆発事故が多発しており、人命の喪失、海洋環境汚染など大きな問題となっている。　このような状況下、IMOにおいても爆発事故の調査解析作業が行われており、今次会合では、フランスより提出されたケミカルタンカー「CHAS−SIRON号」（フランス籍ケミカルタンカー、9，995DWT）の爆発事故報告書について審議された。同爆発事故は引火点40度未満の石油製品（無鉛98−octane（Super＞）を積載していたタンクの洗浄を開始した直後、同タンクより爆発が発生し、乗組員1名が死亡、船体にも重大な損傷を受けた。　同報告書では、爆発防止対策として次の6つの項目が提案されている。　�@タンク内の爆発の危険性を減らすため、揚　　荷中やタンク洗浄中などにおけるタンク開口　　部開放の禁止　�A可能な範囲でのタンク洗浄の制限　�Bタンク洗浄に関するオイルタンカーとター　　ミナルに関する国際安全指針（ISGOTT）の遵　　守　�C電気関連設備の整備　�D　タンク内設備の点検強化　�E　引火点60度未満の揮発性石油製品を積載す　　るタンクのイナーティング※（20，000DWT未満　　のタンカーを含む）　※イナーテイング：イナートガス（不活性ガス）発生　　装置により、カーゴタンク内にイナートガスを送り　　込むこと　現行海上人命安全条約（SOLAS条約）では、20，000DWT以上のタンカーにのみイナートガス発生装置せんきょうE帥2005麹7髄EW5髄匿WS維W5糀W鯉羅輔脊礁糀難轡蕪の設置が要求されているため、20，000DWT未満のタンカーのほとんどは同装置を備えていないのが現状である。特に、ケミカルタンカーの多くは20，000DWT未満であり、フランス提案はケミカル業界にとって多大な影響を及ぼすことが予想される。　また、同提案では漠然とイナーティングを要求しているのみで、現存船に対する措置など具体的なことは示されていないため、今後、同要件を検討するにあたり、次のような問題点が考えられる。　�@現存船では装置設置スペースが無いなどの　　構造的問題がある。　�Aイナートガス発生装置に関するSOLAS条約　　H−2章／4．5．5規則の適用対象は“タンカー”　　とのみ示されており、ケミカル、プロダクト　　および原油タンカー全てが含まれる。原油タ　　ンカーの爆発事故は、最近においてはほとん　　ど発生していないため適用船舶から外すこと　　が適当と考えられる。�B対象とされる「引火点60度未満の揮発性石　　油製品」はあまりにも漠然とした定義のため、　　対象貨物を特定する必要がある。　審議の結果、今次会合においては、フランス文書は参考情報として留意するに止められた。また同国に対し、IMO海上安全委員会（MSC）に、新規議題として本件に関するSOLAS条約H−2章改正提案を提出するよう要請した。これに従い、フランスは2006年5月に開催されるMSC81に対し提案文書を提出するものと予想される。　なお、本件については民間側においても国際海運会議所（ICS）、国際独立タンカー船主協会（IN−TERrANKO＞、国際乾貨物船主協会（INTERCARGO）および石油会社国際海事評議会（OCIMF）などが合同でWorking　Groupを立ち上げ、ケミカル／プロダクトタンカーの爆発事故に関し、原因究明および対応策を検討しており、当協会も同Working　Groupに参加することとしている。2．人が立ち入る区画のCO　2消火装置の使用　米国より提出された、人が立ち入る区域でのCO2消火装置の使用を禁止すべきとする見解の報告書について検討が行われた。同報告書では、CO　2消火装置の使用による人体への危険性について指摘するとともに、CO　2とハロンおよび代替ハロンとの比較を行っている。　同報告に対し、わが国よりヒューマンエラーによる四身事故防止のため、CO　2による消火システムをよりシンプルなものにすること、適切な資格を有する作業員がメンテナンスを実施することなどの安全対策を厳格に実施すれば、人身事故の減少に繋がる旨指摘した。　審議の結果、多数の船舶においてCO　2消火装置が設置されていることから、同装置の使用を早急に禁止すべきではないとの意見が多数の国より示され、同問題については今後、コレスポンデンスグループで更に検討することとなった。3，非常用消火ポンプの設置場所に関する統一解　釈　国際船級協会（IACS）より、非常用消火ポンプの設置場所に関する統一解釈について捉案がなされ、審議が行われた。　現在、非常用消火ポンプの配置については、SO−LAS条約に附属されている「火災安全設備のための国際コード（FSSコード）」12章、2，2．1．3に次のとおり定められている。　「ポンプの全吸込揚程および実質吸込揚程は、就航中起こり得るすべての横傾斜、縦傾斜、横揺れおよび縦揺れの状態の下で、条約の要件並びにこの章のポンプ能力及び消火栓圧力を考慮して決定される。ドライドックへの出入時のバラスト状態は就航中と考える必要はない。」　IACSは、上記規定のうち「就航中起こり得るすべての横傾斜、縦傾斜、横揺れおよび縦揺れの状態」について、次のとおりの統一解釈を提案した。（1）最も軽荷の航海状態で、22．5度の横傾斜およ　び10度の縦傾斜を考慮したもの。ただし、長さ　100Mを超える船舶では、縦揺れは、500／L（船8鯵ぜんきょう1勅2005　の長さ）までとして差し支えない。（2）貨物またはバラスト水を積載せず、かつ、貯　蔵品の10％および燃料が残っている停泊中の状　態。ただしこの場合、横傾斜および縦傾斜を考　慮する必要はない。　上記IACS提案が強制化された場合、小型船では船底が露出するような状況でもポンプ能力を保持しなければならず、大型船においても同様に設計　　　　　　　　　　　　離il蘇ξ1・上、相当な制約となることが考えられるため、；わが国より、同解釈はあまりに非現実な要求として、横傾斜を10度、縦傾斜を2度とした修正案を提出した。　審議の結果、わが国の指摘を受け、IACSは再度検討を行った上で、次回FP50に修正案を提出することとなった。　　　　　　　　　　　　　　　　（海務部）内外黒蜜臥騰醜iii；船籍制度創設」今回も特区での実現ならず提案と国土交通省の回答について一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口偏撫。鍼瀦臨躍甑、撫謙鉱庸激憲戴講駄譲蕊　当協会は平成16年11月17日、「わが国外航商船の第二船籍制度の創設」について、愛媛県今治市と共同で第6次構造改革特区提案を行った。（本誌2004年12月号P．23参照）　これに対し国土交通省より、平成16年12月8日、「特区制度の趣旨になじまない」等とする回答があった（【資料1】参照）。　これを受け今治市／当協会は、同年12月15日、外航船舶の大部分を外国法制に委ねる潜在的リスクを回避するには有効とする当協会の提案に対する明確な見解が示されていないことを指摘し、「特区および外航海運政策推進検討会議での迅速な検討を再度要請する」との再検討要請を特区事務局に提出した（【資料2】参照）。　これに対し国土交通省より、1月7日、「第二船籍制度」については、創設する場合いかなる要件とすることが適当であるか等、既存の「国際船舶制度」との関係も踏まえて「外航海運政策推進検討会議」で検討を進めており、引き続き船主協会の要望も踏まえて十分に検討を深めたいとする再回答があった（【資料3】参照）。　これらの回答を踏まえ今治市／当協会は、1月14日、「当方は、日本籍船が減少していくことの潜在的リスクを懸念し、特区制度の活用に迅速な対応を求めており、提案の早期実現に向けた前向きな検討および外航海運政策推進検討会議での迅速な検討を要請する」との再々検討要請を提出した（【資料4】参照〉。　2月9日、国土交通省の今次特区提案における最終回答が公表され（【資料5】参照）、これによって第二船籍問題は、今後当面の問、同省との「外航海運政策推進検討会議」を中心に議論されることとなった。　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）【資料1】　第6次特区：国交省からの一次回答（2004／12／8公表）　構造改革特区制度は、地域等の提案により構造改革特別区域を設定し、．当該地域の特性に応じた規制の特例措置を設けることにより、地域の活性化を図り、国民生活の向上及び国民経済の肇展に寄与することを目的とするものである。したがって、特例措置の適用により、当該地域にメリットがあり、地域の活性化につながることが前提とな6ており、．また、当該特区．において効果が検証された三脚には、全国に適用される制度改正を調い、構造改革を進めることが想定されでいると．ともに、税の軽減などの財政措置を伴うものは対象としないごととされている。　これらのことも踏まえ、さらに以下の理由により、本提案は特区制度の趣旨になじまない。せんきょうFθδ2005轡9　なお、、．船主協会等からの要望のあるいわゆる「第二船籍制度」を、西欧諸国等の制度に照らして、我が国で創設するのか、創設する場合にはいかなる要件とすることが適当であるのかについては、現在、’A国土交通省及び社団法人日本船主協会とが共同で「外航海運政策推進検討会議」を設置し、検討を行っている。1．本特区提案は〜以下のとおり、税収増や雇用の創出につながらず、具体的に「地域にメリット　があり、地域の活性化につながる」ものとは考えられない。（1＞仮に、特区に船籍をおく船が増えたとしても、．�B登録免許税は国税であり、市町村の税収にはならない。　�A．船舶は船籍を置くのみであり、寄港の義務等はない。このため、　　・現行の制度の下では、船舶の固定資産税は寄港回数を基に按分されるものであるため、船籍　　　地に税収が入る見込みは少ない。　　・船舶が寄港しなければ、．雇用の増加や燃料・水の購入等の経済効果も期待できない。（2レなお〜船舶が置籍されると，船体及び船舶に備置される証書等に船籍港の名称が記載されるが、　船籍港の知名度の上昇等による観光客の来訪促進等の地域活性化効果があるとも考えられない。（3）さらに、本提案が特区どして実現されたとしても、税制の軽減措置は採られないので、便宜置　籍船に比べてコスト競争力が著しく劣るこ．とに変わりはなく、どの程度船舶の置籍が発生するか　は疑問。2．また、船員の配乗要件については、条約にも準拠して船舶の航行の安全確保の観点から必要な資格ポ人員が定められた安全規制に係るものであり、船舶は船籍にかかわらず、いずれの場所においても航行できるため、特別の地域に限定して特例措置を講じる性格のものでは．ない。なお、この配乗要件は、日本人船員確保の観点も踏まえ、労使も十分に協議を行い、決定されたものである。したがって、日本人船員の配乗要件については、日本人船員の確保・育成のあり高等様々な観点にも関連するので、全日本海員組合等の意見も幅広く聞きながら、十分な議論を重ねるこ　とが不可欠である。【資料2】第6次特区：今治市／齢協から推進室への再検討要請（2004／12／15提出）　日本籍船がゼロに近づく懸念の中、外航船舶の大部分を外国法制に委ねることの潜在的リスクを問題逸しく同リスク回避には第二船籍創設が有効とする提案に対し、今回も明確な見解が示されているとは思えないので、特区および外航海運政策推進検討会議での迅速な検討を再度要請する。約乞，000隻の日本商船隊に含まれる外国漁船のうち、約470隻の船主は今治市民（海運会社）であり、現行制度のもとでは登録免許税や固定資産税の税収が船籍地に入らないとしても、これら船舶が日本の法律で守られるようになることは、市民である船主の利益につながり、ひいては法人市民税の増収も期待できると考える。詳細は補足資料を参照されたい。（補足資料）　　　　　　　　　平成16年12月15日（内閣官房構造改革特区推進室に提出）わが国外航商船の第二船籍制度創設に関する意見（補足資料）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県　今治市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�兼�本船主協会1．一1）国土交通省は、今治市と日．本船主協会の提案に対し、「特区として対応不可」と回答していユ0醗せんきょう勘塵2005る。．しかし、近い将来、日本籍船が限りなくゼロに近づく恐れがある状況下、日本海運界が安全・安定輸送を確保していく上で、ほとんど全ての外航船舶を便宜移籍国の法制に委ねてしまうことの潜在的リスク．について問題意識を．もち、そのリスクを回覧する為に第二船籍を創設すやこと．が有効かつ必要な方策として、2003年11月の第4次特区提案以来提案しているこどに対しては、今回も明確な見解が示されていないと考えるので、「特区」および丁外航海運政策推進検討会議」において迅速な対応をお願いしたい。また、約2，000隻のわが国商船隊に含まれる便宜置籍船のうち、約470隻の船主は今治市民（海運会社）である。現行制度のもとでは登録免許税や固定資産税の税収が今治市に入らないとしても、これら船舶を今治市にフラッギングバックすることによって日本の法律で守られ、安全かつ安定的に運航することができれば、市民である船主の利益につながり、ひいては法人市民税の増収も期待できるものと考えている。1。一2）今治市では、平成17年に実施する合併後（平成17年1月16日に12市町村が合併）のまちづく　りの大きな柱のひとつに海事都市構想を掲げ、造船・海運業の集積（合併後は世界有数γやその背景ζなった地域の歴史・．文化を生かしながら、観光も含め内発的で持続可能な発展牽目指しでいる。既に、本構想は国の支援も得ながら取り組む中でマスコミ等も注目し．ており、潤本で初め．．て外航船の第ご船籍地となることは弘．海運業を振興するだけでなく、奉市の目指す地域賢源を生．かした個性的なまちづくりを大きく推進することになる。：1．一3）税制の問題が同時に解決されることが望ましいのは言うまでもないが、．時間を要することから、不十分かもレれないが取り敢えず今回の特区提案を認め、その効果を見てみることも、特区制度の持つ試行的役割ではないかと思われる62．日本籍船については、今回の特区提案内容に加え、税制面での便宜置籍船並みが実現できればその減少に歯止めがかかり、増加に転ずξものと確信している。近年、日本籍外航新造船の登録　は皆無に近い状況にある。日本の海運界では、日本回船は国際競争力に欠ける船と同義語に近い．受取られ方を．しており、新造船の国籍を決定する際、ほとんどその検討対象にさえなっていない。現在、大手外航海運企業では、向こう数年に亘り莫大な船舶設備投資を計画してお．り、一旦船籍の決定が便宜置籍船の前提でなされ、建造準備段階に入ってしまうと、様々を面で日本下民に変更することには困難を伴う。登録を促進しうる日本籍船の制度が迅速に作られるこどが望まれる。3．日本人外航船員の減少が続いて久しいが、これは日本籍船減少の問題とは何ら関係がない。日．本あ海運企業は一般的に、日本人船員については海上での経験を陸上における船舶管理者を養成する為の訓練の場と捉えており、その限りで日本籍船と便宜置籍船とに全く差はない。斉企業ば上記の方針の下、自社の経営方針と自己責任に基づいて自己完結的に船員の雇用を図っている。その結果広く海事産業全体を見ると》船員の経験をもった海事技術者に不足がでるとの意見も存在するかもしれない。しかしながら、自社の必要とする以上の日本人船員を雇用することは、各企業の能力と責任を超えたものであり、それ以上の点については、国及び関係者が協議して海事産業全体として必要とされる海技技術者数を想定するなどし、．わが国海事産業にとって必要な方策の内容を議論してはどうか。4．国土交通省の回答．は、全てを「外航海運政策推進検討会議」での検討に委ねるとの意向である．．と思えるが、同会議における日本船主協会の基本的考え方を整理しておくためにも、以下付言す　るσ．�@　特区提案では税制改正が対象にならず、税制抜きの特区提案がたとえ満額回答であっても魅ぜんきょうFθ∂2005轡1！麗EW5騰匹W5騨騒騨欝欝醗騨醗鰻轡欝i饗躍轡蕊・難躍纂戸　力ある船籍制度としては不十分であることは十分理解している。しかしながら、日本籍船の競　争力回復については長年政策的な手当てを受けておらず、その結果将来ゼロになると予想され　る事態を迎えている。．幸い政府主導で「特区制度」ができ、従来の方法とは異なる道が開かれ　たのでわれわれは特区に提案するものであり、政府内部で省庁の垣根を越えた協力を期待する　ものである。�A固定資産税については、現在の如く寄港地に対し寄港回数で按分する複雑な分配方法が合理　的とは思えず、将来の課題として、船籍港に重く配分する方法も検討されて然るべきと考える。．�B配乗要件の緩和だけでも実．現すれば、日本籍船誘致に大きな前進になるものと思われる。全　日本海員組合の意見が必要であるなら、国土交通省として日本船主協会と全日本海員組合との　話し合いの場を設け、両者の意見を聴取してから判断すべきと考える。　　　　　以　上　【資料3】　第6次特区：再検討要請に対する国交省の回答（2005／1／7公表）　日本賊船への船舶職員の配乗に係る現在の法制度は、船舶の航行の安全確保の観点から条約に準拠した必要な資格を取得した者を配乗させることを求めているのであって、国籍に係る要件はない。しかしながら、当該資格を取得しているのは実態としてほとんど日本人．であるところ、現在の日本人船員の配乗に関する取扱は、日本人船員の確保の観点も踏まえ、労使とも十分に協議を行い、決定されたものである。したがって、この配乗に関する取扱について検討する際には、日本人船員の確保・育成のあり方等様々な観点にも関連するため、全日本海員組合等の意見も幅広く聞きながら十分な議論を重ねることが不可欠である。　なお、提案主体より提出された意見において、「当省の回答において、船主協会等の提案に対して明確な見解が示されていない」とのことであるが、検討要請に対する回答において述べたとおり、日本船主協会等からの要望であるいわゆる「第二船籍制度」については、創設する場合にはいかなる要件とすることが適当であるのか等、既存の「国際船舶制度」との関係も踏まえて、現在、国土交通省及び社団法人日本船主協会とが共同で「外航海運政策推進検討会議」を設置し、検討を進めているところである。この会議の場においては、今回提出された意見及び補足資料において趣旨が明確でない多くの点も含め、検討を行っているところであり、引き続き、船主協会の要望も踏まえて十分に検討を深めてまいりたい。　また、第二船籍制度の導入が地域に与えるメリットについて、便宜置籍船が今治市にフラッギングバックすることにより「市民である船主の利益につながる」及び「ひいては法人市民税の増収も期待できる」とあるが、検討要請に対する回答において述べたとおり、本提案の内容では税制の軽．減措置は採られないので、便宜置籍船に比べてコスト競争力が著しく劣ることに変わりはなく、どの程度船舶の田籍が発生するかは疑問であり、．外航海運企業もフラッギングバックを行うことを約束できるのかも疑問である。また、仮に便宜置籍船が今治市にフラッギングバックしたとしても、単に船籍が今治市に置かれるだけで、船主の利益につながり、法人市民税の増収につながることになるとは言えない。【資料4】　第6次特区：今治市／船協から推進室への再々検討要請（2005／1／14提出）　「条約に準拠した必要な資格を取得した者」であれば、国籍に拘わらず「船舶の航行の安全確保の観点」上の問題はないというのが現在の法制度であると解してよいか。また、従ってその観点に関する限り、日本入船員配乗要件を廃止しても問題はないと解してよいか。　「フラッギングバックしたとしても今治市に船籍が置かれるだけで法人市民税の増収につながるとはいえない。」という回答に対する当方の意見は次の通りである。即ち、今治市に会社を置かない船主については、船籍が置かれるだけで市にとってメリットはない。だが、外航商船隊の四分の一を占める船主は今治市民である。この市民である船主が、日本籍を有することで安心、安定的に船舶12欝せんきょうE�S2005を運航できることによって利益を上げられれば、当然市民税・法人市民税として市に還元される。もちろん、配乗要件の緩和だけでは不十分な第二船籍制度ではあるが、世界屈指の海運・海事産業が集積する今治市で日本の船主を代表する日本船主協会と共に、取り敢えず第二船籍制度の試行に取り組みたい。　当方は、日本二二が減少していくことの潜在的リスクを懸念し、特区制度の活用による迅速な対応を求めており、提案の早期実現に向けた前向きな検討を再度要請する。また、「外航海運政策推進検討会議」においてもより迅速な検討を要請する。【資料5】　日本灯船への船舶職員の配乗に係る現在の法制度では、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく必要な資格を取得することを求めているのであって、すでに回答しているように国籍に係る要件はない。しかしな層ｪら、現在の日本人船員の配乗に関する取扱は、これも再検討要請に対する回答で述べたとおり、日本人船員の確保の観点も踏まえ、労使とも十分に協議を行い、．?閧ｳれたものであり、労使協約にも位置づけられている。したがって、この配乗に関する取扱について検討する際に｝ま、日本人船員の確保・育成のあり方等様々な観点にも関連するため、全日本海員組合等の意見も幅広く聞きながら十分な論議を重ねることが不可欠である。　今回の再意見も含め、いわゆる第二船籍制度導入についての提案主体の主張は、抽象的・情緒的であり、その趣旨・メリットは依然として不明確なままである。日本船主協会と国土交通省が共同して別途設置した「外航海運政策推進検討会議」においては、抽象的・情緒的な議論では検討を進捗させることはできないとの認識の下、より具体的・実証的な議論を目指しており、会議の一方の．当事者である船主協会も同会議におけるそのような検討状況について十分認識されているはずである。　第二船籍制度の趣旨・メリットについて、これまで提案主体からは「便宜置籍船には潜在的リスクが存在する」等の主張がなされているが、そもそも潜在的リスクの具体的な内容について未だに説得力ある説明がなされていない。また、今回の再意見において示されている「安心、安定的に船舶を運航できる」との主張についても、この「安心、安定的」とする具体的内容が何かも不明である。さらに、配乗要件の緩和のみで、フラッグバックし、「利益を上げられ」「当然市民税・法人市民税として市に還元される」ことがいかなるメカニズムで実現されるのか、合理的な説明が見出せない。このように、提案主体の要望には、不明確な点が多々あると言わざるを得ない。．　また、「『取り敢えず』、第二船籍制度の試行に取り組みたい」とあるが、構造改革：特区は杜撰な論拠で特例を容認しようとするものではなく、その意義や効果について最低限の検討を行うことは当然必要であり、『取り敢えず』行うといった安易な考え方は適当とは思われない。特に、船舶は船籍地外のいずれの場所においても航行できる性格を有するものであり、仮に今治市に限定して特例措．置を講じることによって何らかのデメリットが生じた場合には、その影響は今治港外にも及ぶことが十分考えられる。したがって、今治港内のみで航行する船舶を対象とするといったような制限を置くのでもない限り、特区制度になじむものではないことは、これまでの回答でも指摘しているところであるが、この点について提案主体から具体的な考え方は何ら示されていない。　さらに、これまでの回答においても再主述べているが、冒頭に触れたとおり、いわゆる第二船籍制度については、現在、日本船主協会と国土交通省とが共同で外航海運政策推進検討会議を設置して具体的・実証的な検討に努めているところであり、国土交通省としては第二船籍についての議論を避けるつもりはなく、同会議において真摯に議論に取り組んでいるところである。提案主体である日本船主協会は、同会議の一方の当事者でもある。しかし、今回の再意見．は、同会議における検討内容と矛盾したものであり、このような再意見を提出した日本船主協会の意思決定について、理解できない。せんぎょうF2δ2005鯵13醐匿W5麗匿W5麗EW麟匿W麟酬蕊鍾醗轡簸曙轡藻　EU諸条約・規則の解釈・適用に関し、最終司法判断を行う欧州司法裁判所（ECJ）は、2004年末、極東／欧州航路の諸chargeに関する協定である旧FETTCSA（Far　East　Trade　Ta点ff　Charges　and　Sur−charges　Agreement）に対して欧州委員会が下した総額700万ユーロ（当時のレートで約7億5，500万円）の罰金支払命令の無効を確認する判決を行った。これにより、1991年以降、10年以上にわたって欧州委と船床側の間で争われてきた本問題は終結したこととなる。　同盟に対する欧州委の罰金命令に関しては、2003年9月に欧州第一審裁判所（CFI）でTACA＊1に対する総額2億7，300万ECU（当時のレートで約420億円）の罰金支払命令を無効とする判決が出され、これが確定（欧州委はECJへの控訴を断念）しており、2件続けて欧州委の判断が認められなかったこととなる。〈経　緯〉　欧州同盟船難10社（邦船社では川崎汽船、商船三井、日本郵船を含む）．と盟外5社は、運賃／内陸運賃以外のBAF＊2、CAF＊3、THC＊4などの諸チャージ計算：のための共通算出方法を協議するため、1991年3月、F�oSAを結成し、欧州委に届出を行った。これに対し、ESC（欧州讃評）は同年7月異議申し立てを行い、1994年4月、欧州委はそれまでの調査を踏まえてFErPCSAを競争法違反として、罰金を課す意向を明らかにした。同年、F田TCSAは活動を休止し、実質的に解散した。この後、2000年5月、欧州委は、公式にF�oCSAを競争法違反と断定し、加盟船社に総額700万ユーロの罰金支払を命じた。　これに対し、Maersk社を除くFEITCSA加盟船社は、FEITCSAは欧州理事会規則4056／86によりEU競争法からの適用除外が認められる技術協定であり、欧州委の命令は不当として2000年8月にCFIに提訴した。　2003年3月、CFIは欧州委が問題を指摘（1994年）してから罰金課徴（2000年〉するまでの期間が長すぎる等の理由により、欧州委の罰金命令を取消す判決を行った。　この判決を不服とした欧州委は上級審であるECJに控訴したが、2004年ユ2月、ECJは欧州委の主張は明らかに認められない、若しくは根拠に欠けるものであるため控訴を棄却し、船外負担分を含む裁判費用の全額を欧州委に負担させるとの判決を行い、問題は最終決着した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）　＊1　TACA：Trans−AdanUc　Con艶rence　Agreement（大西　洋同盟協定）　　1994年に結成された大西洋航路の定期船同盟。本件　が問題とされた当時は、日本郵船など17社が加盟。船　社側が協定を事前に欧州委に届け出たところ、欧州委　　は協定内容に問題があるとして、TACAに対してEU　競争法の包括適用除外を認めず、罰金課徴命令を行っ　た。これを不服としたTACA岬山は、欧州第一審裁判　所に欧州委を提訴した一方で、1999年に内容を改めた　新協定（TACA　I）を欧州委に提出。2002年11月、欧州　委より承認された。現在の加盟社数は日本郵船を含む　　7社。（関連記事は本誌2003年10月号P．23参照）　＊2　BAF；Bunker　Adjus�qent　Factors（燃料費調整料率）　　出社問協定で、船舶用燃料油の価格変動を補填する　ために設定する割増料率。　＊3　CAF：Currency　Adjustment　Factors（通貨調整課徴　金）　　通貨変動による海上運賃の為替差損を調整する料率。　各層社間協定は独自の算出方式により、定期的に実勢　レートを反映した見直しを行っている。　＊4　THC；Tenninal　Handling　Charges　　積み地あるいは揚げ地のコンテナターミナルで発生　するコンテナの取り扱い費用の一部を補填する目的で　設定された料金。14醗ぜんきょうF2〃2005東京海洋大学海洋工学部・神戸大学海事科学部の　　　　学生を対象に海事シンポジウムを開催　当協会は東京海洋大学海洋工学部および神戸大学海事科学部と協力し、1月13日困に東京海洋大学、同28日�撃ﾉ神戸大学で、同学部の学生に日本海運およびそれを支える船囲の現状を紹介し、船社への就職の動機付けを目的としたシンポジウムを例年通り開催した。　東京海洋大学におけるシンポジウムでは、大学の教官と船社の採用担当者および独立行政法人航海訓練所が参加し、大学・学生・講社について意見を述べ合う「意見交換会」と、船社側から海運業界の現状と将来および海事技術者の海運業界での活躍について学生に対し講演する「講演会」により構成され、「意見交換会」には11社の船社が参加し、学生が実際の会社や親船を体験するインターンシップや、大学統合後の新課程、各船脚の採用情報等について活発な意見交換が行なわれた。「講演会」には約60名の学生の参加があり、特に陸上で期待される海事技術者像や船上での実際の勤務ぶりについての講演を傾聴していた姿が印象的であった。　神戸大学におけるシンポジウムは、従来の「意見交換会」と「講演会」による2部構成を止め、また業界の対象を広げ、海運業界・流通業界・造船業界による「海事産業シンポジウム」として「講演会」を開催した。海運業界については当協会が担当し、「外航海運の現状と将来」をテーマに約80名の学生の参加者に対し講演した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（海務部）講演者講師名　（敬称略、順不同）　東京海洋大学　　日本郵船�梶@人事グループ　船員人事チーム長　　中村　喜成　　川崎汽船�梶@人事グループ　船員人事チーム　　　植山　　努　　�兼�本船主協会　海務部労政担当部長　　　　　　高橋幸一郎神戸大学　�鞄�本船主協会　海蘭部労政担当部長高橋幸一郎▲質問する学生　　　　　　藤、畿護鍵▲海事シンポジウムの模様鍵．灘難講ぜんきょうF功2005轡15灘：2認コ、L�P翻画報吻　　　　　賛成？反対？パブ営業／酒類販売時間規制撤廃　2005年になってようやく2番目の月が終わろうする頃になると、クリ・スマスパーティーや新年のレセプションで街が華やいだ頃もかなり前のことのように思われます。しかしながら、年末年始にかかわらず、相変わらず（特に金曜日の午後）英国の居酒屋一PUB（パブ）は特別な出来事があってもなくてもたくさんの人達で賑わってヤ・ます。　さて、英国社会に潤滑油を提供し続けている重要なパブについて、昨年からある大きな議論が起こっています。　　　英国のパブ　　　　パブに関する議論について取り上げる前に、ま　　　ず英国のパブについてご紹介したいと思います。　　　英国のパブはPublic　Houseの略で、そもそもは現　　　在．のような居酒屋だけでなく、宿屋、雑貨屋、更　　　には地域の集会所や情報センターの役割をも果た　　　していたことから、公共の施設を意味する名前が　　　付けられたようです。日本でも酒類を提供する飲　　　食店のなかで、パブと一般的に称されるものがあ　　　ると思いますが、日本でのパブのイメージからは　　　なかなかpublic　houseという語源は浮かびません。16魎ぜんきょう勲∂2005に貢献しているもの」とされています。　英国には現在7万軒のパブがあるといわれています。しかしながら、“Public　House”の機能（地域住民のための掲示板や多機能集会室等）を備えたものは地方には未だ見られるものの、ロンドンのようないわゆる都市部では殆どがビール等の酒類、食べ物を提供する“大衆居酒屋”となっているようです。まあ大衆居酒屋であっても、英国独特の生ビールであるbitter（ビター。赤茶色でホップのきいたビール）や黒ビール等様々な飲み物を潤滑油としたコミュニケーションの場を提供しているパブは未だ立派にPublic　Houseとしての機能を果たしていると言えるでしょう。パブには老若男女、職を問わず様々な入達が集まり、いろいろな出会いが生まれています。何かの統計によれば、英国において見知らぬ若い男女が最も知り合う場所の一つとしてパブが挙げられていました。　ほぼ24時間酒類を提供が可能な日本とは異なって、英国では例え販売免許を取得している店舗でも酒類を提供できる時間が規則で厳しく制限されており、パブの場合は23時とされています。パブではだいたい22時半あたりでラストオーダーを知らせる合図が出され、23時少し前になると屈強なガードマンが「もう閉店だよ」と客にプレッシャーをかげながら店内をまわり、23時になると少しずつ店の明かりを暗くする等して客払いを行います。パブが閉店してしまうと他にお酒が飲めるところも帰るところもなくスゴスゴと皆さん退散していたのですが、この程酒類の販売を24時間容認する法改正が行われたのです。パブの24時間営業が可能に　そもそもパブの営業時問（酒類販売時間）が23時と制限されたのは、第一次世界大戦中に当時の政府が、労働者の生産性の観点から同時刻を定めたのが最初で、その後治安維持等の理由から現在に至るまで同制限が維持されてきました。しかしここ数年、この時間制限が現代生活環境にそぐわない、また、閉店間際の大量：飲酒による泥酔や泥酔者による犯罪行為に繋がっているとの見方が示されていました。その改善策として、昨年から政府はパブ等での酒類販売24時間容認に向け法改正を検討、国会の承認を経て2月7日には改正法（ライセンス・アクト2003）を実施したのです。これによって、英国では申請さえ行えば24時間酒類の販売が可能となったわけですが、今回の法改正については様々な反応が見られています。　政府としては法改正によりこれまでのような閉店間際の泥酔行為を抑制するとともに、各パブの閉店時間の多様化を誘うことで特定の時間に泥酔△とにかくパブでは陽気にCheers（乾杯）1　（写真と本文は関係ありません）6割以上の国民は政府の意図するような泥酔／犯罪抑止効果に疑問を持っていることが明らかになっています。また、これまでパブの閉店時間に合わせ、街頭警備を強化してきた警察当局も「パブの閉店時間が多様化すれば、それぞれの地域で異なる警備体制を敷かねばならず、要員を増加せざるを得ない。」との懸念を示している他、一部の大衆紙は「これ以上英国の酔っ払いを増やすな1」と反対キャンペーンを張っています。　今回の法改正では販売時間拡大に伴う犯罪増加に備え、「申請により営業時間の延長が認められたとしても、地域の住民や警察が反対すれば、地域行政当局が営業時間を制限することができる」、「飲酒による迷惑行為を野放しにする、泥酔者に酒類を販売する等したパブへの指導・罰金」等の抑止策が盛り込まれていますが、現段階ではパブ等販売店側の管理責任を強化するものばかりで、そのためか英国のパブなどが加入する組合の調査によると、24時間営業を考えている店は1軒もないとのことです。　今回の法改正にあたり、ブレア首相は「国民が仕事の後の一杯やnight　cap（寝酒）を楽しむ権利が保護される」ともコメントしていますが、巷では「（販売店からの）申請代金や酒税で金儲けをしたいだけだろう」との厳しい指摘もあります。　お酒を楽しむ時間が増えるのは大歓迎だけれど、帰り道は酔いもふっとぶような危険が待っている可能性も一。難しい問題ですが今回の法改正、あなたはどう考えますか？数以上が販売時惣自�褐}してし’るもの（欧州地区事務局　駐在員　中村憲吾）難＝細岡認．せんきょうFθδ2005麟17華華蒙郵護選顯平成16年度海運関係叙勲・褒章受章者祝賀パーティーの開催　当協会は、平成16年度に海運関係て叙勲・褒章を受章された方々を招いた祝賀パーティーを平成17年1月20日、海運クラブにおいて開催した。　本年度の叙勲者・褒章受章者は以下の方々てある。　　叙勲受章者　　（秋　季）　　　旭日小授章　　　　毛利　　盟　（元・川崎近海汽船株式会社　会長）　　褒章受章者　　（春　季）　　　藍　　　綬　　　　白熊　邦章　（元　日本郵船株式会社　副社長）　当日は当協会草刈会長の祝辞の後、毛利・白熊両氏によるスピーチか行なわれ、当協会崎長副会長の音頭で乾杯・歓談に入った。海運関係者約100名か出席し、両氏の受章を祝った。　動一鰹餓濫謝　　乳麟　　螺・羅響第　　　・審熱擁▲祝辞を述へる当協会草刈会長「日本海運の現状（2005年1月）」の発行　当協会では、各種海運関係資料を作成しておりますか、今般最新版の「日本海運の現状」を刊行いたしました。　「日本海運の現状」は、グラフや属人を用いながら、項目ごとに簡潔な解説を伺し、日本海運の今の姿を説明したもので、世界海運とわか国の輸送活動、海運経営、外航船員の現状、内航海運の4つの柱て構成されております。　入手ご希望の方には鉦料てお配りいたしますのて、下記までお問い合わせ下さい。〈問い合わせ先〉�兼�本船主協会　企画部　〒102−8603東京都千代田区平河町2−6−4海運ヒル　　　　　　　TEL　　O3一一3264−7174　　　　　　　FAX　　O3−3262−4757　　　　　　　EMAIL　pln　dlv＠lsanet　or」pイ｝・贈　　　写　　　　　　　噌けごほ　　駕�_　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　〜　　　　　　　　　　ミ　、　・　賠．　∵も　　セ・ぎ》亨まJ　　　i奪　　　　　ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　う　　　　　け　　　　　�j　ψ　　ξ燕。1鎚：編撫類1∫・：　5記’ン∵ll、灘・鵡∴1　、己し＼1∵己壷q、1げ　　　　　鼠�`α　　　　鈷　　　　モ　∫　　　・　≧・　　　　臣　奉　　�d　一　　　　　　　　　監　　　　　　　　　　　　　蠕　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　≧　　　　　　　　　　　　ぢ　　　　　　ド　多　r　　・　・　　　げ　�c！轟　x　　　　｝　　　　凱　穿　　　　　　　　串　　　　　　　　§　　　奪　マ　　　　定　　・、　、　　｝　・　｝・　　い　　　　胤　　　、ま　＼　　1　　・　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　i　　　　　　　ζ　　　　　い　　　　。　　　　　　トタ　　　タ　バ　　　ご　　　　へ’　〜　　　　日　　｝　響四1　　・　　　　　　　　祉鰍ん｝’鞭｝瞬会　　　　　　　　　　　　　　　ζ　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≧　　　　　　　　　　　　　　ざ18纏せんきょうF�S2005　　当協会は新年賀詞交換会を海運クラブ大ホー　　ルにて開催した。　、　　IMO第36回訓練当直基準小委員会（訂W）が　　ロンドンにて開催された。　　（P．2海運ニュース参照）　　当協会は、海運クラブにおいて平成16年度海　　運関係叙勲・褒章受賞者祝賀パーティを開催　　．した。（P，18囲み記事参照）　　国土交通省は、4月から施行される内航海運　　業法・船員法・船舶職業安定法の3改正法に　　ついての説明会を都内で開催した。慰獣錨欝欝磁繍鰻雫禁　　管理条約）締結に向けた初の動きとして、ス　　ペインとブラジルが署名したと発表した。鑛騰舘凱二♂；響町灘璽騨　　海貨業務およびトラック業者の3者間で輸入　　コンテナ搬出可否情報をEDIで共有化できる　　JCL−NErを3月ユ4日より主要港で一部稼動す　　ると発表した。ぜんきょうF�S2005働19ひよ、、　（1月20日　日本船主協会役員会議室にて開催）　　　　　　　総務委員会1．平成16年度マラッカ・シンガポール海峡航行援助施設維持管理費用の拠出について2．日中海運輸送協議会への業務協力について3．平成17年新入社員向け海運講習会の開催につ　いて　　当協会では、広報活動の一環として昭和32年　より会員会社の陸上新入社員を対象に、社会人　としての門出を祝するとともに、海運入として　の必要な心構えを育成する目的で海運講習会を実施している。　　当協会は、船協組織改革を推進中であるため、広報幹事会において継続開催の可否について検討した結果、継続すべしとの意見が圧倒的多数であった。また、関係各社へのアンケート調査．　を実施した結果も、参加費を多少値上げしても引き続き実施して欲しいとの強い要請があった。　　このため・広報幹事会では・従来のプログラ　ムは基本的に変更することなく、講習会費用を大幅に切り詰めるとともに、参加費用を1，000円から3，000円に引き上げることで今年の講習会を開催する方針を策定した。　　これらの経緯を踏まえ、本年についても総合職と一般職の合同（昨年実績20社108名参加）で、来る3月30日凶、海運ビル2階大ホールにて開催することとし、当協会会員は参加一人につき3，000円を、会員以外については5，000円を参加会社毎に徴収する。　　なお、講習会の内容は基本的に従前と同様であ’り、次のとおり予定している。��日　程　日　時：2005年3月30日〔湘　09：00−15：40　場　所：海運ビル2階大ホール◎主なプログラム・新入社員への激励の言葉（当協会副会長（広報　担当〉：鈴木邦雄）・講演（毎日新聞　論説委員　玉置和宏）・映画上映「日本の海運」・社会入としての心構え（JALアカデミー）・船長講話（川崎汽船　船長　門野英二）4．船協組織改革タスクフォース／船協組織に関　する検討会（船協組織改革の進捗状況について）　　　　　　　政策委員会ユ．平成17年度海運関係税制および予算について2．外航海運政策推進検討会議について3．諸外国における外航船社間協定に対する独禁　法適用除外制度の見直しについて4．スマトラ沖地震およびインド洋津波被害国へ　の救援物資の輸送協力について　　　　　　　労政委員会1．ASF船員委員会中間会合について2．2006年IBF協約の交渉について3．「船員保険制度のあり方に関する検討会」の進　捗状況について　　　　　　構造改革委員会1．港湾関連業務構造改革小委員会2．内航活性化委員会3．船籍問題小委員会20磁せんぎょう鋤2005　　　　　　　工務委員会1．バルクキャリアの安全問題について2．ゴールベース・スタンダードについて　　　　　　安全環境委員会1．航海データ記録装置の現存船適用について2．東京都「船同等による大気汚染対策検討委員　会」第3回会議の模様について�堰@内航海運業法施行規則の一部を改正する省令　　（国土交通省令第1号、平成17年1月20日公　　布、平成17年4月1日施行）�遠熏q海運業報告規則（国土交通省令第2号、　　平成17年1月20日公布、平成17年4月1日施　　行）�K　船舶登記令（政令第11号、平成17年1月26日　　公布、平成17年3月7日施行）　　　轡国際会議の鍛定1綿弓欝撫会議名：IMO第ユ3回旗国小委員会（FSI）日　程：3月7日〜11日場　所1ロンドン会議名：ASF船舶保険・法務委員会第ユ0回中間会合日　程：3月！1日場　所：香港会議名：国際油濁補償基金（10PCF）作業部会等日　程：3月14日〜23日場　所1ロンドン〜会員の皆様へ〜　　　JSAメンバーサイトをリニューアル　　　　　一当協会ホームページの内容更新について一　今般、当協会のホームページ内メンバー会社専用サイト「JSA　Member　Site」のリニューアルを行いました。より簡単にお知りになりたい情報ヘアクセスいただけるよう、見出し項目を「組織・活動」「船協からのお知らせ」「資料・統計等」の3つに簡素化し、トピックス（簡単な連絡事項を掲載）の見出し項目をトップページ上にツリー掲示致しました。また、「資料・統計等」欄には新たに「船協海運年報」および「日本商船船腹統計」を掲載し、「組織・活動」欄についても6月の組織改編時を目途に内容を見直す予定です。　当協会では、引き続きホームページの充実に努めていくこととしています。ご意見・ご要望等がございましたら、当協会総務部までご連絡ください。なおメンバー会社専用サイトへのア羅蟷譲総轟ζ1メン’卜蓑建「理用7イトJSA　Member　site組織・活動船協からのお知らせ資料・統計等（文霜検索1・殿柵図・「せんき叢う」月報・名窮・船憬海選年轍・理事会鰻皆亭項・日本商船船腹纏計畠榊トピックス紳＊zoo5年02月07臥月｝驚凱＝7．峯・一一ラ∫ら麺調題に．昨り組樹牌蹴動．研躍2QO5年05月27副木1．｝．、門門「．Mトの管毛につ1，、．τ20り5年01月25日1水1栄咽i聴∈静瞬舗‘「粥…10．，聯甥1覇レホ．一ト：．についてZ005年01月階臥月｝中ノ諏航矧恥斑・廓」．ついて2．oo5年OI月隅臥月〕平門1’穿1．1繍鴇馬引申三ら．のこ輩内▼“nハ．Lκn‘ロ“‘r叩「△、∴四・　　，．r　器　輪　鯛　　　　　　　く事務局違絡先｝ご意見コーナー　　　会員名簿　　　　唱po臼アイ昂，　　　　職一一翌ﾖクセスには個別の「ユーザー名」「パスワード」が必要です。お問合せ・ご連絡はメール．アドレス：pub−of且ce＠lsanet，orjpまでお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　’（総務部）せんきょうE�S2005鱒21＿＿一一一…轟怏^無言1，わが国貿易額の推移　　　　　　　　　　（単位：10億円）　　2．輸　出輸　入前年比・前年同期比（％）年　月（FOB）（CIF）入（▲）出超輸　出輸　入199G41，45733，8557，60で9．616．8199541，5303L5489，9822．612．3200051，65440，93810，7158．6達6．1200148，97942，4156，563▲5．23．6200252，10942，2289，8816．4▲0．4200354，54844，36210，1864．75．｝20046i，18249，17712，00512．210．92004年1月4，2743，77450011．30．824，7683，3671，40210．3▲0．935，4424，3191123　，13．212．345，1074，0301，07610．86．654，7243，7939319．85．065，2894，1461，14319．415．575，3084，1741，13414．38．384，7834，21057310．518．59．5，4634，2311，23212．412．5105，4724，3181，15511．712．7115，1564，55759813．428．］12．．．T、．．395．．．F．4．2与8．k．137．．8．8．．11．ﾂ（注）財務省貿易統計による。3，不定期船自由市場の成約状況十一一一・縢一一騰対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）年　月脚平均最高値最安値1990144．81124．30160．10199594．0680．30104．251999113．91111．28116．40200D107．77102．50114．902001121．53113．85131．692002125．28115．92134．692003115．9D107．D3120．812004108．17102．20114．402004年2月106．46105．34109．0031D8．62104．30112．1241D7．25104．03110．205112．35／08．82114．406109．47107．35111．D77109．36107．90112．Q88110．36109．15／1L709109．96109．22111．2D10108．92106．13111．10］1104．93102．40106．98121D3．84102．20105．282005年1月．103．21．．．．P02＝，．．1．5．．．．104．57．．（単位：千M／T）区分航海用船用船△シングル（品　目別内　訳）年次ロ　計連続航海航　海石　炭穀　物砂　糖鉱　石スクラップ肥　料その他TripPeriod1999141β2111304150，48156，1B430，6863，27457，3092351，7091082　，149，73439，58120DO146，6432，182144，46146，54926，董474，57667，4311981821，551170，03245，02120D1154，0053，063150，94252，32416，7897，28872，177472978914150，15438，4552002132，269978131129143，40615，1825，85365，105442LO54249184，89050，474200399，6551132098，3353D，7226，0973，65757，001248438172208，69081172120D483，3982，41480，9843118755，621700411394596690108250，38659，90620D4　57，B121507，6624，209296423，080035016，7881，48フ67，9346DO7，3342，2149712823，764996022，3D74，31276，82606，8262，7601，064o2，8406993025，9458，83786，0385055，5331，4412621123，607803｝019，612珠，64597，994聖607，8342，065373495，11865］64D25，9426，411104，72104，7211，935546242，09D6858022，7436，659114，80904，80911510267312，997〔｝4019，3187，998124，83004，8302，007261452，465502017，1064，576．2DD5．1．、1．・．・7，51．O．．．345．1．7∵165．1．R．，131297．773β0060o．　　：o222旧．4，779．（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。22鯵せんきょうF�S2005灘繍1撫繍講≧灘驚黛三田藩1燃灘鷺齢二三驚灘総謬…騰癬乏鞭鰹鎌驚器灘鑑鷺窪懸難畿繁蹴騨鐡驚驚農一二撚・常霧纏　　鷺強　’騰撚灘灘灘遡灘灘響遷40030D200100o原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾・西欧）．ペルシャ湾／日本〈「　バ　1〆”1，1　　　ノml　L」，層》ノ’、曜　　　、1「r　」@、@」、1^レxルシャ湾／欧米／2�o〔年）　　　　20012002aoo320042005伽　溜3002001000巳。＆口4020o穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧）　ガルフ／日本^＼ガルフン融FF3000〔年｝　　　20012002200320042ロロ5　α⊃ドー日臼6004．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次200320042005200320042005最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1161．00102．50152．50　87，0085，00　59，50i20．00　75．00127．50　82．507フ，00　62．502132，50　67．50159．00102．5011ア，50　65．00132．50　87．503160，00105．00117．50　70，75145．00　85．00112，50　6G．004137．50　52．50τ10．00　77．5097．00　45．0087，50　67．505109．50　42．00125．00　71．2599，00　50．00｝00，00　69，50690．00　56．00135．00了14．00フO，00　52．50112，50　87，50763．75　45．OG148．00120．0054．00　42．50123，00　95，00868．00　41，0012LOO　97．5057．50　40．00102，50　87，509135．OD　70．00157．50　83．50115．00　50．00145，00　75，001078．00　42，50290．00156．0090．00　47．50225，00117．5011152．50102．50350．00265．00126．50　75．00255，00167．5012160001337531000　850013750　950022500　13000（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　　�Cグラフの値はいずれも最高値。�A単位はワールドスケールレート。　�Bいずれも20万D／W以上の船舶によるもの。5，穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧）（単位：ドル／トン）ガルフ／日本ガルフ／西欧月次2004200520042005最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1一60．50　　59，75一｝273．00一372．50一4一一5一一637．00一750，00　　46，50一853．75一9一一1059．00一1162．50一126100一（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも5万D／W以上8万D／W未満の　　船舶によるもの。�Bグラフの値はいずれも最高値。廼譲；欝川州照二罷ご醐四川羅驚鋤｝矯罫鋸＝ミ1鎧略ζ；欝；鰐緊lil燃1轡ll螺i翻i秘1；鷹謙鍔泌i≧奎灘i懸難曝難舞欝i誰戴li：麟灘灘｝雛箋懸；i総羅燕鑓羅曇欝饗繊鑓ぜんきょう飽∂2005翻23罎贈灘魏総羅繍羅難撫謹Xii．i難難鵜灘驚藷蕪羅難蕪繍i麟蕪漁鐵藤醗懇。燃盤漁譲鞭憲撚灘鑑羅灘暴餐撫灘譲：難藍馨灘寳1難違灘馨懲繰1糠羅i譲糞毒騰：i砦濾葦．灘：〔陶．．605D40釦2010o．：．ﾎ炭（オーストラリア／西眩）．．・．鉄鉱石．（ブラジル／中国・ブラジル〆．西欧〕鉄鉱石（ブラジルノ中国）　　　　・1｝冒’石炭（オーストラリア／西欧）／竃　ノ［ﾙ．　巳γ1田〜。。石〔ブラジル／西欧）．2000〔転〕．　　　200｝．．2DO2�p〕32D図2005〔ドル）60　　5DO5D404504003503D口角　　2与910勘1501005DO　　　　D運賃指数ハンディー．クリーンY義Handy一ひ　　　　　　ll、評CleanLIr夢禦＝ノAfra｝1、　　　　11メ　Fl　　1！　　ll　l　　「uez→L’’、ハ’fV1，．1　　’、@　’@’’》し　　‘@　」【」Ll一　　！n！m、、　、、、．ｬ型1「　　’P　’｢　’VLCC一←〆『、ヘノ?^、　fVLCC2000｛年1　　　　2001　　　　　2002　　　　　2じ03　　　　　　　　　　　　20凹50G4504DD350鋤25σ2001501DD5006．石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧）（単位：ドル／トン）オーストラリア／西欧（石炭）ブラジル／中国（鉄鉱石）ブラジル／西欧（鉄鉱石）月次2004200520042005200420D5最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低139，70　　35，00�p46．50　　34，DO40，00　　12，5026，00　　22，00｝9．75　　　16．0232．0050．oσ　　35．oo26．00　　20，ア5331．6540．00　　35．5019，00　　］7，254一35．00　　32．5018，00　　15，25518．3026．50　　25．0014．75　　11306一28．00　　22．9013．50　　8，257一32．0018．90　　16．908一34．50　　10．2019，00　　14．909一37．55　　30．0018，25　　14．501027．5040．00　　33．25一1141．OD45．80　　40．0025．0012一50，60　　41．8027．10　　22，50（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　�Aいずれもケープサイズ（14万D〆W以上〉の船舶によるもの。　　�Bグラフの値はいずれも最高値。7，タンカー運賃指数タン力一　　運賃指数月次200220032004VLCO中型小型H・DH・CVLCC中型小型卜十D一十GVLGGSuezAfraHandyClean1239．986．9126．1165．3148．198．6P33．3‘161．9P80．9165．6P86．8266．3Q67．123L3Q45．6133P32250n78289Q15386R55287R26339．485．6115．8158．8〕49．9114．0224．9275．6290．02フ3．4〕32153182238323436．091．3116．6164．2148．5128．6240．2294．O290．0328．296141140204210536．4105．4143．91942▽8．879．8150．4217．7200．0294．3951371642D1235649．989．9159．1204．0］77．185．4156．2200．9235．D231．1119149193233256740．196．8130220D．8158．050．6110．5132．9250．0221．0127156187243240844．683．3131．5166．8171．352．8103．2167．7197．5221．1107155169219217935．683．9109．6158．3178．058．492．1138．2208．9233．11031541632292261041．083．3118．1153．3154．957．9120．4153．3202．0180つ1952853553202631173．3107．9137．5154．4173．570．4158．4164．0258．3a3327634237443339012102．7172．2モ75．8］92．5207．7］25．5278．9332．5290．0288．6216240268378367平均48．297．8132．5173．2166287．9164．8202．4246．3246．8144．3195．0224．9286．6278．3（注〉�@2003年までは「Lloyd脚s　Ship　Manager」、2004年からは「Lloydls　Shipping　Economist」による。�Aタンカー運賃はワー　　ルドスケールレート。�Bタンカー運賃指数の5区分については、以下のとおD（〜2003）�FVLCCI15万トン以上◎中型：7万〜　　15万トン�J小型：3万〜7万トン◎H・D＝ハンディ・ダーティ：3万5000トン来満�羽・C＝ハンディ・クリーン；全船型。（2004　　〜）�FVLCC：20万トン以上◎Suez：12〜20万トン�JAfra　l　7〜12万トン◎Handy：2，5〜7万トン��Olean：全船型24鯵せんきょう飽δ2005賜勲鶉縫謡織1譲二三渉幌二二磁繍撫一二職　黙凝匙妻元〆準魂　認嶽朧1難固織難。謡．無縦撫轟襲鰻葺繋酷　　妻ぎ鉱2鍛み認婁烹　黛肱も鞭轍　窪鰍鞭灘二一諺誰12�p110010QO�o600�o5005QO4D口3002α】1000用船料指数ヒノ’∫8〜1脚’、1し　1さ脚「’　，1．’1　「5万以上’，　　　　、’，へ日，5万以上@｝f85万未岡@圭一｝　　L3．5万以上T万未満ノ、リm　1覧　’’‘−r督2万以上’．、‘＼詔冶指数35未荷1999〔年〕20002σOl即oa20032go4｝200　　1000　　万D削i｝�p10DO瓢巳oo800　　　60070050050D　　　40G．40030020010D0200o係船船腹10�p怐B醒WDO6σo　泥闇、’．．、！一、．吃貨物船@尋！「．f　．1f　1m400！V　．、@｝　　、’、タンカーへ．．r　一、　　　∬A岨．’　　レ、　　’A＿’．r、�d�o0．LT999〔年｝200o2001．　　　　2曜．20σ320oら8，貨物船定期用船料指数20032004月次12万以上Q万未満2万以上R，5万未満3，5万以上T万未満5万以上W，5万未満8．5万以上総合指数1．2万以上Q万未満2万以上R．5万未満3，5万以上T万未満5万以上W，5万未満8．5万以上総合指数1．72319923429523518534160156385187555321921922072432291563497167328358816133一212．．244281245151　．6367068617B5451434928225フ32525920344861557173060455852672832853822902905855154835554465336267309347343297304一41934耳439　．43240172213142フ8330298273一4154405485384788一295280315306276626476484596645562926630728932135029444351050168162651410一34238154369033733653255666366450311一42241760566230938154758079579154412一469521688772360扁606．．668876790．701．出所：「〕oyd’s　Shlpping　Economlst」　（注）�@船型区分は重量トンによる。　　　�A用船料指数は1985年＝ioO。9，係船船腹量の推移200220032004月次貨物胎タンカー貨物船タンカー貨物船夕ンカー隻数干G／T千ロ／W隻数干G／T千D／W隻数千G／T千D／W隻数千G／T干ロ／W隻数干G／丁千DIW隻数千G／T千D／W12421、ア541，966407921，5282411185911958439051，8382G51．3171β505328748922321、7141，89940666葦，25923611865119114474｝1，488206112361，2795128649032291，7281，88740688τ，305237117701，79145485　9401881，1561，2345630050942381，8962，0614269211310232116871，72044361　7061811，101L2325516325652301，7631，946416351，1992241，5251，555465251，01617511041L1785414522462211．7421193642637112022151，4411，513485271，019168　9351，0575514221872221．67811874438321，6572261，5561，719485241，014166　9021，0065213120482231．6671186147L4753，0042151，4771，633507861，569159　9001、0085013019992291，7271，927471，5503，1552131．40711534507841，567146　802　8B14790146102281，6821，937481，5623，1732031，2731，383537091，414｝55　882　93443103148112251，6581，87850115563，1622091β20L406527061，407138　813　87738113162122201，6331，841471．4803，0002071β08113865170511407138．．．．．81董．87739「1432茎8（注）インフォーマ発行のロイズ・インアクティブベッセルズによる。（弾　つ　　葎il‘ま講遷　，せんぎょうFの2005瑠25　　澤　・　一一一一一一ﾒ集雑感一一一一一一一・　数年前に各企業で取り組み導入された「成果主義制度」は、社員に浸透し定着したといわれている。さらに企業の業績向上のためにも個人の能力向上を緊急課題として、より自社に適した独自の「成果主義制度」への模索、改革に移行していく企業も増えている。また、これと同時に上司が部下を育てる「コーチング」・「コーチングカ」が脚光を浴びて、上司が行う部下育成のノウハウは重要視されて久しい。上司にとって、部下の業績向上のための有効な手段としての「コーチングスキル」の習得が、日本でも欧米に続き求められるようになったことは言うまでもない。　先日、某社の「自己啓発としての『コーチング』」セミナーに参加してみた。説明によると「コーチング」（COACHING）とは、スポーツの世界での話のように思うが、従来から欧米の小、中学生の指導に取入れられ、個人の得意分野等をいかに伸ばしていくかという指導である。教師は生徒のできる科目、得意な科目を徹底して意識させ、モチベーションを高めさせ、生徒が達成感を得るためにひたすら頑張り、さらにステップアップさせていくというものである。不得手な科目は早くから？捨てて、得意科目、得意分野を伸ばしていくことに一所懸命になる。その得意な分野が将来職種選択にいかされ、オンリーワンを目指し自信のある人生を歩んでいくという教育を実践しているd日本の場合、全体平均主義で全ての科目の出来具合を重視する傾向があり、不得手の科目の克服が最優先されるが、モチベーションがダウンしていき、思うように結果がついてこない。それが個人の能力の発掘や向上、自信の確立が遅れてしまう結果になっていると指摘していた。プラス思考主義を子供のうちから芽生えさせ、大人になってもその．時の培った自信がマインドコントロールされ大成するよう指導していければベストと語っていた。　講義の後、ロールプレイが行われた。まず、まったく知らない者同士が向かい合い、1人が相手をじっくり1分間観察し、その後、3分間かけて相手がどんな人物か想像し、出身地、仕事、どんな性格か、趣味、嗜好、家族構成など『見た目』で想像したことを相手に話すというゲームである。他入からじっと真正面で見られることに慣れていないため、非常に抵抗があった。ただ、相手が想像して話すことは、けっこう当っていたと思う。相手を変えて3人ほど行ったが同じような結果だったと思う。また、6人グループになり、1人の人を5人が観察し、5人全員が1人についてその印象から動物や植物や食物にたとえるゲームも面白かった。　人は無意識にある程度表情や仕草から人物調査しているのである。自分の思う通りに見られているのは事実であると感じた。また、出会いで大切なのは、表情が56％、話し方が37％、言葉の内容は7％だそうだ。好きか嫌いかまず「目が合う」ことにより決まる。敵対心をもつか、好意を抱くかは第一印象できまる（？）。人との円滑なコミュニケーションは、自己開示することによって相手を動かすことができるので自分からオープンになることが人間関係をうまく回転させる第一歩であると力説していた。　今回3時間のセミナーだったが、リフレーションのような雰囲気の中で進み、気分転換もできた面白いセミナーだった。　川崎近海汽船株式会社総務部副部長　廣岡啓…一一一一一ﾒ集委員名簿一一　一…一一　一一一編集後記一一一第一中央汽胎　総務グループ次長飯野海運　ステークホルダーリレーションズ　　　　　マネジメントグループ法務保険チームリーダー川崎近海汽船　総務部副部長川崎汽船旧・広報グループ情報広報チーム長日本郵船調査グループ調整チーム長商船三井　広報室室長代理三光汽船社長室経営企画課長三　シ羊　；毎　運　　総務音5総務課長加藤和男新和海運　総務グループ次長総務法規保険チームリーダー　森日本船主協会　常務理事　　　　　常務理事　　　　　海務部長　　　　　企画部長　　　　　総務部長　　　　　海務部・労政担当部長鈴木康昭廣岡　啓高山　敦山田喜之大貫英則遠藤秀己荒井正樹　　　均梅本哲朗植村保雄半田　牧園田裕一井上　晃高橋幸一郎　今年もやってきましたこの季節。そうです、杉花粉のご来訪、しかも今年は平年の13倍なのだとか。この小欄を書いているNも毎年悩まされている一人です。この花粉症、昨年までは他人事・今年は当事者といった、ある年突然かかってしまい防ぎようがないのが難点。必然的に対応は後手後手に……o　現在船出が取り組んでいるテーマの一つにトンネージタックスの導入要望があります。海運先進国といわれる多くの国が導入済、先頃米国・韓国も導入を決定、熾烈な国際競争に晒されている日本の外航海運にとっては更に厳しい状況が予測されるでしょう。官民での検討が続けられていますが、こちらは後手後手とならないようにしたいものです。　　　　　　　　　　（MN）せんきょう2月号No．535（VoL　45　No．11）発　行鯵平成16年2月20日創　出潮昭和35年8月10日発行所轡社団法人　日本船主協会〒102−8603東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL，（03）3264−7181〔総務部（広報）〕編集発行人当梅本哲朗製　作麟株式会社タイヨーグラフィック定　価翻407円（消費税を含む。会員については会費に含めて　　　購読料を徴収している）26麟ぜんきょうF6う2005凝野鍵欝薄　　　しお　ち　　　灘頴唖．▼　箋饗一鄭．門鴇麟蔚　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っています。　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性から、海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数標準税制の導入によって、その半分程度に．軽減し、自国海運を強化しています。　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資するものと、私たちは考えます。トン数標準税制の導入国導入済みオランダ、ノルウェー、ドイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマーク、フランス、Aイルランド、ベルギー、インド導入決定済米国、韓国税毒��っ　静タト国　Lミー　　　税臼i�d3、〃“　　・　　　藤野　ノ〃　　船が支える日本の暮らし社団法人日本船主協会http＝〃www．lsanet．or．lpノ

